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日本の政府開発援助 (ODA)は 2014 年に 60周年を迎えました。
多様化し、激動する今日の世界の中で、新興ドナーの台頭を始めとして、国際協力を取り巻
く環境は様変わりし、ミレニアム開発目標（MDGs）の達成やポストMDGs（ポスト2015）
の枠組み議論が佳境を迎える時期にあります。

こうした中、日本のODAを一元的に担う開発援助機関であるJICAに対しては、日本国
内や国際社会からの期待が以前にも増して高まっています。

他方、開発途上国の抱える課題は、いずれも予め回答が用意されているものではありません。
JICAは、こうした課題の解決を目指して様々な事業に取り組み、所期の開発効果が実現する
よう、事業の関係者/パートナーと一緒になって尽力しています。

開発効果の実現に向けては、過去・現在・将来の事業の評価を適切に行い、そこから得ら
れる教訓を活用して、関連事業を実施していく責任があります。また、国民の皆様をはじめと
する関係者の方々に、事業評価の結果を適時に公開して説明責任を果たす必要もあります。

この報告書は、JICA が行った事業評価を年次報告として取りまとめたものです。JICAの
事業評価制度や評価の改善に向けた取組みを紹介すると共に、外部の評価者による事後評価
の結果やテーマ別評価の概要も掲載しています。

本書が JICAの事業評価活動に対する皆様のご理解の一助となれば幸いです。
今後の JICAに対する一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

	 2014 年 3月
	 国際協力機構（JICA）
	 理事長
	 田中明彦

はじめに



JICAの事業概要については、JICAウェブサイトをご覧ください。
http://www.jica.go.jp/index.html
JICAの評価制度については、JICAウェブサイト「事業評価	→ JICAの評価制度とは」に掲載しています。
http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/about.html

※　外務省が直接実施するものは除く。

開発途上国の社会・経済の開発を支援するため、政府をはじめ国
際機関、NGO、民間企業などさまざまな組織や団体が経済協力を
行っています。これら協力のうち、政府ベースで開発目的のために実
施する資金や技術の協力を政府開発援助（Offi		cial	Development	
Assistance:	ODA）といいます。ODAは、その形態から、二国間
援助と多国間援助（国際機関への出資、拠出）に分けられます。
JICAは日本のODAのうち、二国間援助の「技術協力」「有償資金
協力」「無償資金協力」※	を一元的に担っています。第1部では、これ
らJICAの事業に対する評価の制度やその向上に向けた取り組みなど
を紹介します。

第1部
JICAの事業評価

第 1章　JICA における事業評価のアウトライン

第 2 章　事業評価の向上に向けた取り組み
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評価後は教訓・提
言への対応等を確
認

事業の実施段階
で、計画の妥当性、
進捗状況、目標達
成見込み、影響す
る内外の要因等を
検証

事業の実施前に、
妥当性、計画内容、
想定する効果、指
標等を検証

事後評価中間レ
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JICA における事業評価のアウトライン

JICAにおける事業評価の仕組み
JICAは、事業のさらなる改善と国民への説明責任を果たすことを目的として、
技術協力、円借款、無償資金協力それぞれのプロジェクトのPDCAサイクルに沿った
事業評価を実施しています。

PDCAサイクルとは、事業活動の継続的な改善を目的
としたマネジメントサイクルであり、Plan、Do、Check、
Action の 4ステップからなります。
JICAの事業評価は、援助スキーム※	にかかわらず、プロ
ジェクトのPDCAサイクルと一体不可分の関係にあります。
支援の期間や効果発現のタイミング等といった援助スキーム
の特性を考慮しながら、プロジェクトの事前段階から、実施、
事後の段階、フィードバックに至るまで、一貫した枠組みに
よる評価を実施しています。このようにPDCAサイクルの各
段階で評価を行うことにより、プロジェクトの開発効果の向
上に努めています。各段階の評価の種類はP.	6〜7とP.	12
で紹介します。

JICAでは、援助スキーム横断的な手法・視点により評価
を実施しています。技術協力、円借款、無償資金協力それ
ぞれについて、各援助スキーム間の特性の違いに考慮しつつ
も、基本的な枠組みを共通にすることで、整合的な考え方
による評価の実施と評価結果の活用を目指します。
具体的には、①プロジェクトのPDCAサイクルに沿った
各段階での評価、②経済協力開発機構／開発援助委員会
(OECD－DAC）による国際的なODA 評価の視点である
「DAC 評価 5 項目」に基づく評価（表1）、③独自開発のレー
ティング制度を活用した統一的な評価結果の公表、がそれ
に該当します。特に「DAC 評価 5 項目」については、よ
り適切な評価判断が下されるよう、各項目の解釈を標準化
するための調査・検討を行っています。また、レーティング
の結果や制度に関しては P.	16 〜17、P.	50 で紹介してい
ます。

プロジェクトのPDCAサイクルに沿った一貫した評価1

3つの援助スキーム間で整合性のある手法・視点による評価2
表1　DAC評価 5項目による評価の視点

妥当性
（relevance）

プロジェクトの目標は、受益者のニーズと
合致しているか、問題や課題の解決策とし
てプロジェクトのアプローチは適切か、相
手国の政策や日本の援助政策との整合性は
あるか等の正当性や必要性を問う。

有効性
（eff	ectiveness）

主にプロジェクトの実施によって、プロジェ
クトの目標が達成され、受益者や対象社会
に便益がもたらされているか等を問う。

インパクト
（impact）

プロジェクトの実施によってもたらされる、
正・負の変化を問う。直接・間接の効果、
予測した・しなかった効果を含む。

効率性
（effi		ciency）

主にプロジェクトの投入と成果の関係に着
目し、投入した資源が効果的に活用されて
いるか等を問う。

持続性
（sustainability）

プロジェクトで生まれた効果が、協力終了
後も持続しているかを問う。

※　技術協力、円借款、無償資金協力といった援助の仕組み。



Action

課題別指針、協力プログラム等の改善
①JICAの基本的方針への反映

評価対象プロジェクトの改善、実施中あ
るいは将来の類似プロジェクトの改善

②プロジェクトへの反映

相手国政府のプロジェクト、プログラム、
開発政策等に反映

③相手国政府の政策への反映

● 提言
● 教訓

評価結果
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第1部　JICA の事業評価

JICAにおける事業
評価の特徴は、5つ
に集約できます。

JICAでは、複数のプロジェクトを取り上げて総合的かつ
横断的に評価・分析を行う「テーマ別評価」を実施しています。
特定のテーマに沿ってプロジェクトを選定し、通常の事業評
価とは異なる切り口で評価することによって、共通する提言・
教訓を抽出することを目的としています。
これまでは特定の開発課題や援助手法を中心にテーマと
して取り上げ、評価をしてきました。今後は、JICA が取り

組みを強化している「協力プログラム」（開発途上国の特定
の中長期的な開発目標の達成を支援するための戦略的枠組
み）の進展に歩調を合わせ、協力プログラムを対象とした評
価も実施していきます。テーマ別評価の詳細についてはP.	7
で紹介します。

JICA が行う事業評価では、評価の客観性と透明性を確
保するための取り組みを行っています。各援助スキームに共
通して、事業実施の効果を客観的な視点で検証することが
求められる事後評価では、案件規模に応じて外部の評価者
による評価（外部評価）を取り入れています。さらに事後評
価結果等をJICAウェブサイトで公開することで、透明性を
確保するよう取り組んでいます。

また、評価の質を向上させるため、外部有識者により構
成される「事業評価外部有識者委員会」を定期的に開催し
ています。この委員会では、有識者から、評価の方針や評
価体制、制度全般等に関する助言を得ており、外部者の客
観的な視点が事業評価の制度に反映されるきっかけとして、
重要な役割を果たしています。事業評価外部有識者委員会
についてはP.	11で紹介します。

JICAの事業評価は単に評価を行うだけではなく、プロ
ジェクトの各段階の評価結果が PDCAサイクルの「Action」
の質を高めるためのフィードバック機能の役割も担っていま
す。対象プロジェクトの改善に関する提言、実施中あるいは
将来の類似プロジェクトに対する教訓のフィードバックに加
え、今後は JICAの協力プログラムや、課題別指針などの
JICAの協力の基本的方針へのフィードバックをさらに強化
していきます。
また、相手国政府へ評価結果のフィードバックなどを行い、
評価結果が相手国政府のプロジェクト、プログラム、開発政
策等の上位政策に反映されるよう努めています。

テーマ別の評価による横断的・総合的な評価3

客観性と透明性を確保した評価4

評価結果の活用を重視する評価5

1

2

3

4

5

プロジェクトのPDCAサイクルに沿った一貫した評価

3つの援助スキーム間で整合性のある手法・視点による評価

テーマ別評価による横断的・総合的な評価

客観性と透明性を確保した評価

評価結果の活用を重視する評価

評価結果は、JICAウェブサイトで公開しています。
http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/index.html
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JICA における事業評価のアウトライン

※１　10 億円以下であっても有効な教訓が得られる可能性の高い事業については対象とします。

事前段階の評価（事前評価）

実施段階の評価（中間レビュー、終了時評価）

事後段階の評価（事後評価）

事業の必要性等の検証と成果目標の設定のために事前評価を実施しています。

事業の実施段階において、計画の妥当性、進捗状況や目標の達成見込み、影響する内外の要因等を検証するため、
中間レビューと終了時評価を実施しています。

終了した事業を総合的に評価し、終了後も効果が発現しているか等を検証するため、有効性、インパクト、持続性
等の観点について事後評価を実施しています。

JICAは、プロジェクトの事前段階で「事前評価」を実施
しています。事前段階の評価は、事業実施前にその優先度
や必要性を確認し、協力内容や予想される協力効果の検証、
協力効果を測定するための指標の設定等を行います。また、
「事前評価」では、環境社会配慮に関する審査結果や過去

の事業の教訓が適切に反映されているか否かも確認します。
このような観点から行われる事前評価の結果は、その後
のプロジェクトの実施・計画内容についての意思決定に反映
されます。また、プロジェクト開始後は事前評価時に定めた
評価計画や評価の指標に基づき、評価を行います。

JICAは、実施段階のプロジェクトについて、主に、計画
の妥当性、進捗状況や目標の達成見込み、プロジェクトの
促進要因・阻害要因等を再検証し、分析するため、「中間レ
ビュー」、「終了時評価」を実施しています。実施段階の評価
結果は、評価対象プロジェクトの計画見直しや運営体制の
改善、プロジェクトの終了・継続の意思決定等に活用されま
す。また、実施段階から得られた教訓は、将来の類似案件
の改善にも役立てています。
「中間レビュー」は、実施期間が比較的長期の技術協力プ
ロジェクトと一部の円借款事業について、開始から一定期間
がたった時点で、その妥当性を再検証するとともに、有効性・
効率性の観点から目標達成見込み、プロジェクトの促進・阻

害要因とその動向等を分析します。中間レビューの評価結果
は、プロジェクトの計画の見直しや、運営体制の改善に活用
されます。
「終了時評価」は、技術協力プロジェクトを対象に行われ、
プロジェクト終了の半年前をめどに行っている評価です。プ
ロジェクト目標の達成見込み、効率性および自立発展性等
を中心に検証し、残りの実施期間の事業計画を相手国政府
側と策定してプロジェクトを終了することの適否、今後のフォ
ローアップの必要性などを判断します。終了時評価は、実施
段階から事業の有効性が検証可能な技術協力特有の評価・
モニタリングのための仕組みです。

JICAは、プロジェクト実施後に「事後評価」を実施して
います。他の評価に比べて、事後段階の評価は、よりアカウ
ンタビリティの観点に重点を置き、一定規模以上のプロジェ
クトについて外部の第三者が評価判断をする「外部評価」を
実施しています。

「事後評価」は、3スキーム共通の評価で、詳細型評価（原
則10 億円以上の事業を対象※1：外部評価）と内部評価※2	

（2億円以上10 億円未満の事業を対象：在外事務所が実施）
の 2 種類があり、いずれも事業完成後の段階で、DAC 評
価 5 項目を用いて総合的な評価を行います。詳細型事後評

2012 年度の評価実績

技術協力 103 件 円借款 55 件 無償資金協力 96 件

2012 年度の評価実績

技術協力	
（中間レビュー）

71件
技術協力	

（終了時評価）
88 件
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第1部　JICA の事業評価

テーマ別の評価

インパクト評価

JICAは、特定のテーマや開発目標を切り口としてJICAの協力を総合的に評価・分析し、将来のより効果的な
協力の計画・実施に役立てています。

JICA は、地域、課題セクター、援助手法等、ある一定
のテーマを設定し、そのテーマに関連したプロジェクトにつ
いて、テーマごとに設定された評価基準を用いて行う、「テー
マ別評価」を実施しています。特定の課題に共通する傾向
や問題を抽出や、複数の案件を比較して協力の類型による
特性やグッド・プラクティスなどを抽出する「総合分析」も
これに含まれます。評価結果を総合的に分析・検証すること
により、テーマに関連した提言・教訓を抽出します。さらに、
評価手法の開発等を目的とした評価手法別の評価も実施し

ています。
また、今後は JICA が開発途上国の特定の中長期的な開
発目標の達成を支援するための戦略的枠組みとして取り組
んでいる「協力プログラム」を対象とした評価も実施してい
きます。将来評価対象になることを勘案し、協力プログラム
の目標および指標が明確に設定されているか、協力プログラ
ムを構成する各プロジェクトの上位目標と協力プログラム目
標との因果関係が整合しているか、について事前評価段階
から検証する必要があります。

JICAは、ある特定のプロジェクトを対象に、施策や事業
が対象社会に引き起こした変化を精緻に測定する評価手法
である「インパクト評価」を実施しています。インパクト評
価では、事業対象の決定方法やデータ収集・分析の方法な
どを工夫することで事業実施前後や事業対象・非対象間で
の比較をより精緻に行い、事業によってもたらされた変化を
より正確に把握することが可能となります。インパクト評価
による事業評価は、従来の一般的な評価手法よりも厳密な
事業効果の計測が可能であり、評価結果（エビデンス）を
政策決定や事業実施に活用していくことが期待されます。
2013 年度には、ザンビア国における無償資金協力「第 2
次ルアブラ州地下水開発計画」及び、セネガル国における
技術協力プロジェクト「教育環境改善プロジェクトフェーズ 2」
の 2 案件に対してインパクト評価を実施しました。

2012 年度の評価実績

技術協力
（詳細型評価）20 件
（内部評価）48 件

円借款 （詳細型評価）50 件 無償資金協力
（詳細型評価）26 件
（内部評価）34件

テーマ別評価実績

●	病院における５Ｓ－ＫＡＩＺＥＮの適用の有効性
●	PDCAサイクルにおける教訓活用マネジメントの強化策
●	開発効果の持続性確保のための途上国政府による公共財政管理に向けての考察

価では、評価結果をわかりやすく公表するためにレーティン
グ制度※3 を導入していることも特徴のひとつです。
評価結果を通じて得られた提言や教訓は、評価対象のプ

ロジェクトの改善に役立てるとともに、今後、類似のプロジェ
クトの計画策定や実施の際に活用します。

注　技術協力、円借款、無償資金協力それぞれのプロジェクトの各段階における評価については、資料1（P.	12）を参照。
※２　内部評価の概要については、P.	21を参照。
※３　レーティング制度の概要については、資料２（P.	50）を参照。

時間

指標

プロジェクト
実施前

プロジェクト
実施後

実際に
観察される状況

反事実的状況/
Counterfactual

事業によって
引き起こされた変化
（＝事業の効果）

事業外の
要因によって
引き起こされた変化

プロジェクト実施

インパクト評価概念図：	
反事実的状況 /Counterfactualとの比較
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事業評価の改善に向けて

本年度の事業評価の取り組み

JICAはこれまでも、開発効果の実現及びその持続に向
け、「PDCAサイクルの一層の強化」、「事業の質の向上」に
取り組んできました。
事業評価は、「開発効果実現」の達成度合いを適切に検
証（評価）し、評価を通じて得られた教訓・提言を事業へ確

実に反映していく上で、重要な位置づけを占めています。
本章では、効果的な事業の実施に向け、2013 年度
JICA が実施してきた事業評価の取り組みについて紹介して
いきます。

2013 年度も事業評価外部有識者委員会（P.	11参照）
からの助言等も踏まえ、新たな評価手法への対応、評価結
果の活用促進、関係者の評価能力向上支援に取り組んでき
ました。また、今年度も詳細型事業評価全体を俯瞰した横
断分析を行い、協力完了後の運営・維持管理と事業の継続
を確実にする要因について分析し、個別の事例から得られる
示唆をまとめました（P.	14〜15 参照）。

○	新たな評価手法への取り組み
新たな評価手法への取り組みとして、コロンビア国におい
てJICA が実施してきた「紛争の被害者・共生和解支援プ
ログラム」（P.	48〜49 参照）の終了時評価を試行的に実
施しました。これにより、コロンビア国における紛争の被害
者・共生和解の進展に直接・間接の貢献があることが確認
されました。一方で、個別案件から協力プログラムの目標達
成に至るシナリオの論理性、相手国機関、ドナーとの情報
共有、評価可能性の観点からの課題があることもわかりまし
た。JICAの協力プログラムの評価については、P.	7をご参
照ください。
また、JICAではエビデンスに基づく事業実施を強化する
ために、評価部が中心となって2011年度よりインパクト評
価（P.	7 参照）の理解促進、及びインパクト評価の発注・
実施監理を行うことのできる内部人材（評価実施監理者）
の育成を目的とした研修プログラムを実施し、これまでにの
べ 200 名以上が受講しました。今後、インパクト評価によ
る事業効果の検証を一層推進し、説明責任を果たしていくと
ともに、援助手法の更なる改善を目指します。

○	評価結果の活用促進
これまで、40 年以上にわたる途上国の現場における多様
な事業実績を通じて蓄積されたJICA	ならではのナレッジ

の一つである「教訓」を活用し、途上国の複雑かつ困難な
開発課題に対する解決策を提示し、より適切な支援を提供
するための体制強化を行うことが重要であるとの認識の下、
2013 年度はテーマ別評価「プロジェクトのPDCA	サイクル
における教訓活用マネジメントの強化策の検討」（P.	44〜
45 参照）を行いました。本テーマ別評価の結果として、教
訓のナレッジ化（実用化）及び PDCAサイクルにおける実
用化された教訓の活用プロセスの導入・整備について改善提
案をしています。
教訓を始めとする評価結果の活用の具体的な事例は、コ
ラム1「計画段階における評価結果の活用事例」をご参照下
さい。
また、昨年度の無償資金協力に引き続き、今年度は技術
協力プロジェクトにおいて、開発課題別に標準的指標例と代
表的教訓を整理しました。これまでに基礎教育、災害対策（防
災）、農業開発・農村開発、中小企業振興、貿易・投資促
進及び水資源の 6分野で整備を行いました。これらを整備
することで特に案件形成、事前評価段階における指標設定
や類似案件の教訓参照時の実務的な参照資料として活用さ
れることが期待されます。

○	他の開発援助機関とのネットワーキング強化
世界的な成果重視の潮流を背景に、世界銀行をはじめと
する国際機関や二国間援助機関においても多くの事業評価
が実施されています。JICAでは、それらの援助関係機関
の評価部門と情報交換を実施し、民間セクター支援の評価
手法、協力プログラムの評価手法、妥当性等の定性分析な
ど、JICAのみでは開発が難しい評価手法などについても、
これらの機関からの情報を有用に活用できるものと考えま
す。今年度は、世界銀行独立評価局（IEG）、国連開発計画

事業評価では事業の効果を適切に把握し、今後の事業をより良いものへと改善していくという
開発効果向上に貢献する視点が求められます。本章では、こうした観点から行ってきた事業評
価の改善の取り組みを紹介します。

◦ はじめに
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（UNDP）評価部、米州開発銀行（IDB）評価局、韓国国
際協力団（KOICA）、韓国輸出入銀行・対外経済協力基金
（EDCF）、経済協力開発機構／開発援助委員会（OECD-

DAC）評価ネットワーク、アジア開発銀行（ADB）などの
機関と意見交換を行いました。

◦	スリランカ国浚渫船建造計画（無償資金協力）
過去の浚渫船整備事業「モザンビーク国ベイラ港浚渫
能力増強計画」（評価年度 2010 年）の評価では、当初
想定される堆積土砂に対し、浚渫船のスペックが必ずしも
十分でなかったことや、先方政府の維持管理体制が不十
分であったことにより、適切な航路・泊地の維持管理が行
われなかったことが指摘された。浚渫船の仕様の決定に
際しては、堆砂状況を十分に調査の上行うとともに、協力
により整備された浚渫船が十分に活用されるように運営
維持管理にかかる予算措置を行うなど、先方政府関係機
関への働きかけが重要との教訓を得ている。
本事業では、これら教訓を生かし、浚渫船の運営維持
管理にかかる予算配布と適切な人員配置を合意文書に記
載し、先方政府による着実な実施を担保した。また現地
調査においては、必要な浚渫量を浚渫船の形式別に把
握し、本事業で整備する浚渫船における浚渫能力に応じ
たグラブ、ホッパーの仕様を決定するとともに、漁港の
推進や航行可能な横幅を十分に踏まえて船体規模も決定
した。

◦	モルドバ共和国医療サービス改善事業（円借款）
保健施設分野の類似案件「タイ王国地方保健施設整備
事業」（評価年度 2005 年）の事後評価結果から、①医
療器材の選定に際しては、その必要性・妥当性と、病院
側の運用管理能力を十分に見極める、②多数の対象への
機材供与を行う事業では、供与先のマネジメント能力（機
材の整理整頓、維持管理、使用記録、機材選定のシステ
ム等の管理能力）が一様でない点に留意すべき、またマネ
ジメント能力が高いと判断される病院であれば医療機材
の仕様選定段階より深く関与させることが望ましい、との
教訓が得られている。
本事業では、各対象病院利用者の疾病傾向、医療従事
者の技能及び配置と人材育成計画、維持管理体制及び保

守委託サービス契約状況などを勘案して、機材リストを作
成した。また、本事業の対象医療施設の機材維持管理も
含めた運営能力は、全体的に一定以上の高いレベルであ
ることが確認されたため、本事業にて調達予定の機材に
ついては、その仕様選定については、各病院、施設関係
者からを関与させるべく十分にヒアリングを行い、詳細仕
様の確定を行うこととした。

◦	コートジボアール共和国　大アビジャン圏社会的
統合促進のためのコミュニティ緊急支援プロジェ
クト（技術協力プロジェクト）
紛争影響地域で地域社会を再構築していくためには、
住民の融和、関係の強化を促進することが必要であるこ
とから、「ボスニア・ヘルツエゴビナ国スブレニツア地域に
おける信頼醸成のための農業・農村開発プロジェクト」（評
価年度 2011年）では、プロジェクトで実施している各事
業について、原則として両民族で構成することを要件とし
た組織を主な実施主体とした結果、対立関係にある住民
が一つの作業に従事することで住民融和が促進されると
いう住民間の信頼醸成に貢献した。
紛争コミューンを対象とする本事業では、労働集約工
法（Labor	Based	Technology	LBT：人力を主体と
し、土嚢や石積み、蛇籠など比較的容易な技術と簡便
な機材を活用した小規模インフラ整備工法）を用いて
パイロット事業を実施する。地域社会を再構築していく
ためには、住民の融和・関係の強化を促進することが
必要であるとの教訓に基づき、より多くの住民が参加
従事できる工法を採用した。対立関係にある住民が一
緒に自分たちが使う社会インフラを作り、生活環境をよ
りよくしていく作業を通じてコミュニケーションが促進さ
れ、また社会インフラ整備という体験を共有することに
より、共同意識や総合信頼感を醸成し住民の融和・関
係強化の促進が期待される。

コラム1　計画段階における評価結果の活用事例
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◦	ODAプロジェクト評価セミナー
JICAでは、開発途上国の援助窓口機関や実施機関で
開発事業を担当する職員を対象とする「ODAプロジェクト
評価セミナー」を実施してきました。本セミナーは、JICA
事業評価、特に事後評価に関する講義やワークショップ、
日本国内のインフラ事業等の視察などを通じて、途上国の
評価・モニタリング能力の向上を達成することを目標とし
ています。
開発途上国の事業実施機関や監督機関の評価能力向上
は、開発事業における途上国側のオーナーシップが高まる
ことにより、JICA が支援する開発事業のより効果的・効
率的な実施につながります。さらに途上国の評価能力向
上は JICA 以外の援助機関が実施する事業への波及効果
を期待することもできます。
JICA は、2001年より旧 JICA と旧 JBIC 合同で

「円借款プロジェクト評価セミナー」を実施してきました。
2011年度からは円借款に加え新たに技術協力も対象に
した「ODA 評価セミナー」として研修を実施してきました。
今回で11回目になる2013 年度の「ODA 評価セミ	
ナー」は11月25日から12 月 6日の日程で実施され、
17カ国、18 名が参加しました。研修員はいずれもODA
に携わる省庁、機関からの参加者であり、各国の現状を
踏まえた、より的確な事業評価・モニタリングを行うため
の具体的かつ専門的な議論が交わされました。本研修で
は、講義形式の研修だけでなく、研修員が主体となって
課題に取り組むワークショップや日本国内のインフラ事業
を対象とした現地視察がおこなわれました。座学とワーク
ショップ、現地視察を組み合わせた研修方法に対し、参加

した研修員からは「講義と現地視察との内容がリンクして
いて、研修内容の理解が深まった。」、「ワークショップに
よって、学んだ知識が定着しているか確認することができ
た。」などの声が寄せられました。
研修員は帰国後、セミナーを通じて得た知識を自国で
活用することだけでなく、所属する組織内に広げていくこ
とが期待されており、研修終了半年後に帰国後の活動を
JICAへ報告しています。
研修員からは、本研修で得た知識を利用して実施中の
案件にモニタリングを導入したインドネシアの事例や、ワー
クショップを実施し所属機関への情報共有をしたメキシ
コ、ソロモン諸島などの事例、研修参加者が主体的にプ
ロジェクトの評価実施を実現させたエジプトの事例など、
研修参加者の活躍が報告されています。
また、研修員の所属機関においてJICA がプロジェクト
を実施している場合も多く、本研修が JICAの実施してい
るプロジェクトとの相乗効果を上げることも期待されてい
ます。本年度研修に参加した研修員の一人は、「本研修で
得た知識を活用してプロジェクトに貢献し、JICAとの協
力を深めていきたい。」と語っていました。
このような途上国の評価能力向上に対する JICA の取
り組みは OECD-DAC 評価ネットワークの 30 年記念冊
子でも紹介されています。なお、本研修は今年度をもっ
て終了になりますが、研修に参加した関係者のネットワー
ク構築を含め、研修参加者を通じた途上国の評価能力
向上への支援の在り方について検討していきたいと思い
ます。

コラム2　開発途上国の評価能力向上

○	評価能力向上支援
「評価能力」という言葉が表している領域は多岐にわたり、
実際に評価を実施する評価実施者としての能力だけでなく、
評価結果を読み取り、活用する能力など様々な能力を「評
価能力」と言うことができます。評価能力の向上は JICA
関係者がより質の高い事業を実施するために必要な取り組
みだと言えます。JICAでは「事業評価概要」、「明確な目標
と適切な指標」、「インパクト評価の概要」の研修を実施し、

JICA 内部人材の能力向上に取り組んでいます。
また、インパクト評価については外部向けの能力強化研修
も実施し、コンサルタントをはじめとする外部人材育成にも
取り組みました。
さらに、内部の評価能力向上支援に加えて、研修を通じた
開発途上国の評価能力の向上にも取り組んでいます。詳しく
は、コラム 2「開発途上国の評価能力向上」をご参照下さい。
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事業評価外部有識者委員会
JICAは、協力案件等の評価に関する助言を受け、評価の質の
向上、フィードバックの強化、評価のアカウンタビリティの確保等
を図ることを目的として、事業評価外部有識者委員会を2010 年
7月に設置しました。
本委員会は、浅沼信爾一橋大学国際・公共政策大学院客員教
授を委員長として、国際機関、学識経験者、NGO、マスコミ、民
間団体等、各界から国際協力に知見のある方々や評価についての
専門性を有する方々にご就任いただいています。
2013 年 8月、2014 年1月に開催された第 7回、第 8 回会
合において、委員の方々よりいただいた助言・提言の概略を以下
に紹介します※1。幅広くいただいた助言等をもとに、今後はさら
に議論を深め、事業評価の改善に生かしていきます。

（1	）PDCAサイクルにおける教訓活用マネジメント	
　の強化策について

○	実務で活用できる教訓を抽出するためには多くの労力を
割くことになろう。日常的な業務の中で得られる教訓を
フィードバックし、プロセスを見直して次に引き継ぐ作業
こそが重要である。

○	教訓は相手国や他者に期待するような内容ではなく、
JICAの裁量の範囲で対応できる内容にするべきである。

○	抽出された教訓を活用するのは誰なのかということを、
PDCAサイクルのマネジメントとして取り入れていくこと
は有効である。

○	新規に案件を形成する際に、過去の教訓から学んだとい
うことが記録として残るような仕組みを持つべきである。

（2	）「新JICA事業評価ガイドライン」の改訂について
○	計画時、実施中、完了後等異なる場面で事業評価があると
いうことを前提に書かれているが、各段階においてどのよう
な考え方で評価を実施するのかを記載するべきである。

○	評価を行うことによる期待は、開発効果をより大きくす
ることである。開発効果とは何か、どういうものを目指
すのかという根源的なところについても本ガイドライン内
で何らか言及するのが望ましい。

○	事業評価の目的として「アカウンタビリティ」と「事業改
善」を挙げているが、最も重要なのは提言・教訓、いわ
ゆる事例を共有していくことではないか。「アカウンタビ
リティ」、「事業改善」、「提言・教訓」、加えて外部に対す
る「レポーティング」、これらの 4つが事業評価の目的で
あり、それが柱であると述べた方が分かりやすい。

（	1	）「新JICA事業評価ガイドラインの改訂」修正案	
　について

○	第 7回会合で議論した内容に比べ、目的や基本原則が
簡潔に記載されており、より分かりやすくなった。国内
だけではなく国際的にも示すものであれば、簡潔である
ほうがよりメッセージが伝わる。

○	ガイドラインとしての原則、基本方針として簡単に記載さ
れている事項の裏には、現実に対応しなければならない
多数の事象が存在することを認識するべきである。

○	定量的な評価に偏らないといった点は重要であり、強調すべ
きである。定量的な評価を行うために非効率になってはいな
いか。定性的な判断が有用な場合はそれを使うべきである。

○	アウトプットからアウトカム、インパクトへのつながりに
ついては、ガイドラインに記載されているほど容易では
なく、現実には一つのサブセクターで協力を実施する際、
まずは戦略を策定し、続いて政策、制度を策定し、優先
度を付けてプロジェクトを開始することになる。これらを
全てセットで考える必要がある。

（2	）PDCAサイクルにおける教訓活用マネジメント	
　の強化策の進捗について

○	評価は JICAの人材育成においても必要であると考えて
いる。成功もしくは失敗事例を記録に残し、次につなげ
ることが必要である。

○	本取り組みをきっかけとして職員が専門性を磨いていくべ
きである。一方、あくまで「きっかけ」であり、なるべく
コストを抑えて実施すべきである。なお、このプロセスを
全てに当てはめるのでは効率的ではない。課題がありそ
うなサブセクターに絞る等の戦略を考えるべきである。

○	PDCAという以上、アクションにつなげる必要があり、
JICAに何ができるかを見つけていく作業が重要だと考え
る。民間もPDCAを実施し、物事の因果関係を分析して
いるが、内部に問題がなく外部にあるとした時点でアク
ションにつながらなくなってしまう。JICA自身が、いか
に変わるべきかといった認識が必要である。

第 8回会合では、前回で議論いただいた議題について、その後の進捗等を説明の上、委員の皆様に改めてご議論いただいた。

◦ 第 7回会合から

◦ 第 8回会合から

※1　議事録等の詳細については、JICAウェブサイトの「事業評価→事業評価外部有識者委員会」に掲載しています。

委員一覧	 （2014 年1月現在）
委員長
浅沼	信爾 一橋大学国際・公共政策大学院	客員教授
委員長代理
朽木	昭文 日本大学生物資源科学部	教授
委員（五十音順）
澤田	康幸 東京大学大学院経済学研究科	教授
高梨	寿 一般社団法人	海外コンサルティング企業協会	専務理事
中田	豊一 NPO法人ソムニード	代表理事	/	参加型開発研究所	主宰
野坂	雅一 読売新聞東京本社	論説副委員長
平林	国彦 国連児童基金（UNICEF）東京事務所代表

本間	佳子 弁護士（本間佳子法律事務所）／創価大学法科大学院	
教授

山谷	清志 同志社大学政策学部・大学院総合政策科学研究科	教授
横尾	賢一郎 一般社団法人	日本経済団体連合会	国際協力本部長
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事前段階の評価（事前評価）

実施段階の評価（中間レビュー、終了時評価）

JICAの技術協力、円借款、無償資金協力それぞれのプロジェクトの各段階における評価について紹介します。※1

「事前評価」は 3スキーム共通の評価です。実施前に事業の優先度や必要性を確認し、協力内容や予想される協力効果を検証します。

技術協力プロジェクトの「中間レビュー」は、実施期間が 4 年以上のプロジェクトを対象に、協力期間の中間段階で、妥当性を再検証する
とともに、有効性・効率性の観点から目標達成見込み、プロジェクトの促進・阻害要因とその動向等を分析します。
「終了時評価」は、技術協力プロジェクト終了の半年前をめどに行っている評価です。プロジェクト目標の達成見込み、効率性および持続
性等を中心に検証します。

円借款の「中間レビュー」は、借款契約後 5 年目に、事業効果の実現に影響を与える要素がある、進捗等が思わしくないなどの理由により、
中間段階の確認が必要、且つ地域部／在外事務所が中間レビューの実施を必要と判断する事業を対象に実施している評価です。

事前段階のスキーム別比較

スキーム 技術協力 円借款 無償資金協力

評価種別 事前評価

タイミング プロジェクトの実施前

対象 原則として全プロジェクト※2 全プロジェクト 原則として全プロジェクト※3

評価主体 内部評価

評価の視点・手法 DAC 評価 5 項目の考え方を用いつつ、特に事業の必要性や予想される事業効果を確認するとともに、策定した事業計画を
検証。

実施段階のスキーム別比較

スキーム 技術協力

評価種別 中間レビュー 終了時評価

タイミング プロジェクトの中間時点 プロジェクト終了6ヶ月前

対象 協力期間が 4 年以上のプロジェクト※2 全プロジェクト※2

評価主体 内部評価（相手国政府と合同で実施）

評価の視点・手法
DAC 評価 5 項目に基づき、特に事業効果の実現状況を評価。
必要に応じて評価結果を当初計画の見直しや運営体制の改
善に活用。

DAC 評価 5 項目に基づき、特に事業効果の達成状況を総
合的に評価。評価結果を踏まえて、協力終了の適否やフォロー
アップの必要性を判断。

事後段階の評価（事後評価）
「事後評価」は 3スキーム共通の評価です。事業終了後の総合的な評価を目的とし、DAC 評価 5 項目を用いて評価を行います。

事後段階のスキーム別比較

スキーム 技術協力 円借款 無償資金協力

評価種別 事後評価

タイミング 原則として終了後3 年目まで

対象 2億円以上の全プロジェクト 2億円以上の全プロジェクト
JICA が実施する2億円以上の一般・
水産無償および一部の他のサブスキー
ムのもの

評価主体 外部評価／内部評価	※4

評価の視点・手法 DAC 評価 5 項目に基づく

※1　評価報告書は JICAウェブサイトでご覧いただけます。
※2　2億円未満の案件は簡易な評価の適用を可能とする。
※3　JICA が事前の調査を実施する協力見込み金額 2億円以上の案件を対象とする。
※4　10 億円以上又はその他有効な教訓が得られる可能性が高いと考えられる事業は詳細型（外部評価）、2億円以上10 億円未満の事業は JICA 在外事務
所による内部評価で実施。



2012 年度評価対象となった、全件の事後評価報告書については、
JICAウェブサイト「事業評価	→	事後段階の評価（事後評価・事後モニタリング）」に掲載しています。
http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/after.html

第 2 部では、第1部で紹介した各種評価制度に基づき実施した、
2012 年度事後評価結果とテーマ別評価の概要を紹介します。

第2部

評価結果概要

第 1章　事後評価

第 2 章　テーマ別評価等
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事後評価

事後評価結果概要
JICAは、事業評価の透明性・客観性を確保するため、規模に応じ、外部の第三者による
外部評価と在外事務所等が評価者になる内部評価により、事後評価を実施しています。
2012年度の事後評価結果の概要と分析結果を紹介します。

JICA	では、円借款、無償資金協力、技術協力の3	スキー
ム共通の評価手法の開発に取り組んできました。事後評価
については、2012	年度は前年度に引き続き統一的な制度
に基づき、96 件の詳細型評価（円借款 50 件、無償資金
協力26 件、技術協力20	件）と、82件の内部評価（無償
資金協力34件、技術協力48 件）を実施しました。

◦	結果分析の概要
事後評価の結果を横断的に分析し、「完了後の適切な運	
営・維持管理や活動に向けて」について、個別評価の事例
から得られる示唆をまとめました。続いて、詳細型評価のレー
ティングの結果とその分布について、評価項目ごとに傾向の
分析を行い、また、詳細型評価で課題があるとされた案件
と、内部評価の結果についてまとめました。P.	22 からは詳
細型評価結果のうち一部を抜粋し、概要を紹介します。

◦	レーティング制度
事後評価のうち詳細型評価では、結果をわかりやすく表
示するためにレーティング（格付け）が付されます。事業の
①	妥当性、②	有効性・インパクト、③	効率性、④	持続性
について個別に評価し、その結果を基に、フローチャートに
従って総合評価を「A（非常に高い）」、「B（高い）」、「C（一
部課題がある）」、「D（低い）」の 4	段階でレーティングします。
各項目について評価視点の目安を定め、評価者による視点
の差異を最小限にするように努めています。ただし、レーティ
ングは評価のすべてを包括的に反映してはいないため、その
結果のみが過度に強調されることは好ましくなく、あくまで
も参考指標として扱われることが適当です（→レーティング
の主な視点およびフローチャートは、P.	50 を参照）。

JICAは、インフラ整備、能力強化、制度支援等、様々な
協力を行っています。しかしながら、JICAの協力は永遠に
続くわけではなく、途上国パートナーによる協力完了後の運
営・維持管理や協力の目指した活動の継続発展が重要となる
一方で、事後評価において様々な課題が示されています。
その観点から、完了後の運営・維持管理や活動は先方途
上国パートナーの役割となりますが、JICAは協力における
事業マネジメントを通じ、それらにつながる方策を行ってい
くことが一つの重要な視点として挙げられます。
今次、横断分析では、昨年度横断分析の一項目である「協
力完了後のあり方を踏まえた検討」に着目し、完了後の先
方の取り組みにつなげるという観点から、本年度詳細型事
後評価結果から得られた具体的に特徴があるものを以下に
紹介します。

◦	協力内での運営・維持管理強化
協力において、運営・維持管理の実施者の強化にかかる取
り組みを行うことは一つの重要な方策となります。この観点
から以下の取り組みを紹介します。
ギニア「中部ギニア農村飲料水供給計画」（P.	36 参照）
は井戸を建設し住民組織が運営・維持管理を行う事業です。
本事業では、計画時に住民ニーズ、維持管理に必要な費用、
維持管理にかかる住民の意思を調査し、実施においては、
水管理委員会の選出、水利費の設定等にかかる住民の意思
決定の機会を設け、完了後の住民組織の円滑な活動につな

◦ はじめに

◦ 横断分析：完了後の適切な運営・維持管理や活動に向けて

がっています。
スリランカ「ルナワ湖周辺生活環境改善事業」（P.	28 参照）

では建設にかかる機関と運営・維持管理機関が異なっていま
す。先行事業の教訓を受け、運営・維持管理主体を事業の計
画策定や実施に関与させ、オーナーシップの醸成に努めた結
果、運営・維持管理責任の移譲がスムーズに行われました。

こうした事例から、事業のおかれた状況や過去の教訓を
踏まえ、運営・維持管理の実施者を適切に協力に取り込むこ
とといったオーナーシップの醸成・維持にかかる方策を講じ
ることの重要性が示されています。

◦	円滑な運営のための受益者へのインセンティブ付与
また、協力が生み出すサービス利用に対する受益者側の
インセンティブを促進することが必要な場合が見られます。
例えば、昨年度テーマ別評価において指摘していますが、
電力消費者が配電網への接続を希望するかといった観点が
挙げられ、これらが円滑な運営に必要となります。
ウガンダ「第二次地方電化計画」では、配電までを本事業
として整備し、その後家庭との接続は住民負担により実施さ
れることとなっていました。先行事業において家庭から配電ま
で接続されていることが確認されていましたが、本事業では
電力消費者側が接続料金を支払ってまで接続するには至らず、
現在、無料での接続に取り組んでいます。ここから、計画時
に検証を行うとともに、更には、ドナー資金の活用による無
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償接続の可能性の検討といった教訓が導き出されています。
一方、省エネ機器を購入する資金を供与するインド「中小
零細企業・省エネ支援事業」（P.	22 参照）は、他の事業で
は既存の省エネ機器を廃棄し新たな省エネ機器への転換を条
件としていたことと異なり、既存機器を破棄することなく追加
として省エネ機器の導入も認めたため、ビジネス拡大を期待
する企業のニーズをとらえることができました。また、啓発活
動も行った結果、この地域の資金供与数が他地域に比べ大き
くなっており、資金の円滑な運営への貢献につながっています。

これらは、便益を受ける民間サイド等のステークホルダー
を含めて検討することにより、円滑な運営につなげていく視
点が必要であることを示しています。

◦	影響を与える環境の精査
完了後の運営・維持管理や活動を適切に行っていくには、
既に紹介したとおり、建設された施設を直接運営維持管理
する組織や受益者の参加促進を図ることは重要な点ですが、
それ以外に、それらを取り巻く環境も影響を与える要因とな
ることが考えられます。そうした事例を以下に紹介します。
中小企業の食品包装にかかる改善を目的としたフィリピン

「地方食品包装技術改善プロジェクト」では、実施機関が恒
久的な組織ではないという状況でしたが、協力中から実施
機関は従事する分野の明確な目標や中長期戦略を設定した
ことに加え、詳細な活動計画も準備し、具体的な道筋を明
確にしてきました。この中で本協力の位置づけも明確となる
とともに、組織の恒久的な位置づけも得られることとなり、
活動の継続に貢献したと言えます。タイ「農地改革地区総合
農業開発事業」は、農業インフラ整備に加え、農民の技術
や組織化といった支援もあわせて実施されました。この支
援にはインフラを活用し生産された農産物の販売までが含
まれ、長期的な期間をかけて現場の状況や農民自身の活動
の進捗状況に合わせて支援が実施されました。農民自身が
結果を実感できるまでの範囲を事業が包含したことが、そ
の後のマーケティング活動を含めて農民による運営の自立に
つながっていると考えられます。
一方、女性グループの生活向上を目的としたメキシコ「キ
ンタナ・ロー州マヤ族居住地域女性支援計画」においては、
完了後の活動が十分継続していない結果となりました。これ
は、実施機関のニーズは確認したものの、それに加え、完
了後の活動を行うだけの実施機関の人員体制の有無や実施
機関外の組織の十分な関与などが必要であり、マヤ族女性
の生計支援につながる支援活動の観点からの広い視野での
運営に十分つながらなかったことが要因として考えられます。

事業を取り巻く環境は様々であり、運営・維持管理や完了
後の活動に影響を与える要因も様々です。したがって、これ
らに影響を与える要因を適切に検討し認識した上で、協力ス
コープ内に解決策を含めるか、協力スコープ外での取り組み
を促すか整理し途上国パートナーと対応することにより、協
力の目指した姿の実現に貢献するものと考えられます。

◦	完了後の状況からの示唆
上記は計画または実施時による取り組みを紹介したもの
ですが、完了後に状況の変化のあった事例からの気づきを紹
介します。
住民への安全で衛生的な水へのアクセス向上を目的とした
ベトナム「中部高原地域地下水開発計画」では、事業完了
後、井戸掘削機材とその運営・維持管理を担当する機材チー
ムが当初予定されていた事業対象地域ではなく首都ハノイ
に設置されたことにより、事業対象地域の井戸掘削への活
動は限定的となりました。ボスニア・ヘルツェゴビナ「エコ
ツーリズムを中心とする持続可能な地域振興プロジェクト」
は地域振興のための人材・組織強化を目指しました。実施中
は資金拠出にかかる覚書を関係市が結び、活動資金は確保
されましたが、完了後直ぐに活動資金支援が打ち切りとなり
ました。実施中から既に財務面に懸念があることが認識さ
れていましたが、完了時においても具体的な方向性を明示し
て、必要な覚書を締結するなどの対応を検討すべきとの教訓
が得られています。
一方、農業や診療所等の整備により生活向上を目指した
フィリピン「ミンダナオ持続的入植地開発事業」では、計画
時から運営・維持管理機関となる地方自治体の参加を促進し
つつ、実際の引き渡しの際には、地方自治体との合意書に「持
続計画」が添付されました。このため、地方自治体の年間
計画に運営・維持管理予算が計上され、対象となった道路が
適切に管理されることに貢献しているものと考えられます。

上記で紹介した予算等の確保は容易ではありませんが、
完了後にどのように運営・維持管理や活動を継続していくか、
完了段階においても、先方パートナーと議論し、円滑に先方
パートナーが実施していく具体的な方向性を見ることが重要
であるとの示唆があるものと考えられます。

◦	今後に向けて
完了後の運営・維持管理や活動は、体制、技術、財務面
はもちろんですが、政策や関係するステークホルダー等含め
様々な要因が影響を与え、計画時において、それに確実に
つなげていくことを確保することは簡単ではありません。
一方で、まず、完了後に必要となる事項を把握することが
重要となり、これには、先方パートナーの全体を踏まえた考
え方が土台となると考えられます。JICAは、先方の考え方
を議論・確認し、上述の必要な事項を理解するとともに、そ
の解決に向け、これらに沿った協力の実施や先方自身の努
力を促していく必要がありますが、状況に応じて、資金協力
と技術協力の組み合わせ等を検討することも一案となると
考えられます。
また、完了後は JICAの直接的な協力が終わることとなり
ますが、その際、必要となる事項の整理とその後に必要な途
上国パートナーの取り組みを再度議論・確認していくことによ
り、JICAは、途上国パートナーによる完了後の適切な運営・
維持管理や活動につなげていくことに貢献でき、ひいては中
長期的な効果の実現につながっていくものと考えられます。
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事後評価

詳細型事後評価レーティング結果※1・2

国名 番
号

ス
キ
ー
ム

案件名
ペ
ー
ジ

妥
当
性

有
効
性

効
率
性

持
続
性

総
合
評
価

アルメニア 1 円 送配電網整備事業 ③ ③ ② ② B

インド

2 円 ガトガ－ル揚水発電所建設事業																						 ③ ③ ① ③ B

3 円 ラジャスタン州植林・生物多様性
保全事業 ③ ③ ② ③ A

4 円 バクレシュワール火力発電所増設
事業 ③ ③ ② ③ A

5 円 中小零細企業・省エネ支援事業 22 ③ ③ ③ ② A

インドネシア
6 円 スラバヤ空港建設事業 (I)(II) ③ ③ ② ③ A

7 技 母子手帳による母子保健サービス
向上プロジェクト ③ ② ③ ② B

ウズベキス
タン 8 技 看護教育改善プロジェクト 24 ③ ③ ② ③ A

カンボジア
9 無 第二次プノンペン市洪水防御及び

排水改善計画 26 ③ ③ ③ ② A

10 技 結核対策プロジェクトフェーズ２ ③ ③ ② ② B
11 技 淡水養殖改善・普及計画 ③ ③ ③ ③ A

サモア 12 無 島嶼間フェリー建造計画 ③ ③ ③ ② A

スリランカ

13 円 プランテーション改善事業 (II) ② ② ② ③ C
14 円 ルナワ湖周辺生活環境改善事業 28 ③ ③ ② ② B
15 円 電力セクター改革プロジェクト ③ ③ ② ② B
16 円 小企業育成事業 (III) ③ ② ③ ② B

17 無 新マナー橋建設及び連絡道路整
備計画 ③ ③ ③ ② A

18 技 トリンコマリー県住民参加型農業
農村復興開発計画プロジェクト ③ ② ③ ② B

タイ 19 円 農地改革地区総合農業開発事業 ③ ③ ② ② B
タジキスタ
ン 20 無 ドゥスティ－ニジノピャンジ間道路

整備計画 ③ ③ ① ② C

中国※6

21 円 瀋陽環境整備事業 (1)(2) ③ ③ ② ③ A
22 円 北京市環境整備事業 ③ ③ ② ③ A
23 円 河南省大気環境改善事業 30 ③ ② ② ③ B
24 円 安徽省大気環境改善事業 ③ ③ ② ③ A
25 円 宜昌市水環境整備事業 ③ ③ ② ③ A

26 円
公衆衛生基礎施設整備事業 ( 湖
南省 )( 江西省 )( 安徽省 )( 山西省 )
( 吉林省 )( 黒龍江省 )( 遼寧省 )

③ ③ ② ③ A

27 円 陝西省水環境整備事業 ( 陝西省 ) ③ ③ ② ③ A
28 円 環境モデル都市事業 ( 貴陽 )(1)(2) ③ ② ② ② C
29 円 湖南省都市洪水対策事業 ③ ③ ② ③ A
30 円 甘粛省人材育成事業 ③ ③ ② ③ A
31 円 四川省人材育成事業 ③ ③ ② ③ A
32 円 重慶市人材育成事業 ③ ③ ② ③ A
33 円 雲南省人材育成事業 ③ ③ ② ③ A

34 円
内陸部・人材育成事業（地域活性
化・交流・市場ルート強化・環境
保全）（貴州省）

③ ③ ② ③ A

35 円 陝西省黄土高原植林事業 ③ ③ ① ③ B
36 円 山西省黄土高原植林事業 ③ ③ ① ③ B
37 円 内蒙古自治区黄土高原植林事業 ③ ③ ② ③ A

パキスタン 38 円 全国排水路整備事業 ③ ③ ② ② B
バングラデ
シュ 39 技 小学校理数科教育強化プロジェ

クト ③ ③ ① ③ B

フィリピン

40 円 ミンダナオ持続的入植地開発事業 ③ ③ ② ② B
41 円 アグノ川洪水制御事業 (II)(II-B) ③ ③ ② ② B

42 円 バゴ川灌漑システム改修・維持管
理強化事業 ③ ③ ② ③ A

43 円 ラオアグ川治水・砂防事業 ③ ③ ② ② B
44 円 ボホ－ル灌漑事業 (II) ③ ③ ① ③ B

45 技 地方食品包装技術改善プロジェ
クト ③ ③ ② ③ A

46 円 第二マグサイサイ橋・バイパス道
路建設事業 ③ ③ ② ② B

47 円 メトロセブ開発事業 (III)（埋立）（海
岸道路） ② ① ② ③ D

48 円 第２マクタン橋 (II) 及びメトロセブ
道路整備事業 32 ③ ② ② ② C

49 円 中部ルソン高速道路建設事業 ③ ② ② ③ B
50 円 ＬＲＴ１号線増強事業 (II) ③ ② ② ② C

51 技
地域住民による森林管理プログラ
ム（ＣＢＦＭＰ）強化計画プロジェ
クト

② ② ③ ② C

ベトナム

52 円 中小企業支援事業 (II) ③ ③ ③ ③ A

53 円 ハイフォン港リハビリ事業（第２
期） ③ ③ ② ③ A

54 無 中部高原地域地下水開発計画 ③ ② ② ② C

55 技
循環型社会の形成に向けてのハノ
イ市３Ｒイニシアティブ活性化支
援プロジェクト

③ ② ② ② C

56 技 ハノイ交通安全人材育成プロジェ
クト ③ ③ ① ③ B

国名 番
号

ス
キ
ー
ム

案件名
ペ
ー
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当
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続
性

総
合
評
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ミャンマー 57 無 中央乾燥地植林計画 ③ ③ ② ③ A

モンゴル 58 無 東部幹線道路建設及び道路建設
機材整備計画 ③ ③ ③ ② A

大洋州地域 59 技 大洋州地域予防接種事業強化プ
ロジェクト ③ ② ③ ② B

パラグアイ

60 円 道路整備事業 (II) ③ ③ ② ③ A
61 円 アスンシオン送配電網整備事業 ③ ③ ② ② B

62 無 アスンシオン大学病院移転及び
整備計画 34 ③ ② ② ② C

63 技 パラグアイ農業総合試験場プロ
ジェクトフェーズ 2 ③ ③ ② ② B

64 技 品質生産性センター(CEPPROCAL)
強化計画プロジェクト ③ ② ③ ② B

ブラジル 65 円 グアナバラ湾流域下水処理施設
整備事業 ③ ② ① ① D

ボリビア
66 技 農牧技術センタープロジェクト

フェーズ 2 ③ ③ ② ② B

67 技 鉱山環境研究センタープロジェク
ト ② ① ① ② D

メキシコ 68 技 キンタナ・ロー州マヤ族居住地域
女性支援計画 ② ① ② ① D

中南米地域 69 技 メルコスール観光振興プロジェクト ③ ③ ② ③ A

ウガンダ
70 無 中波ラジオ放送網整備計画 ③ ③ ② ② B
71 無 第二次地方電化計画 ③ ① ② ③ D

エチオピア 72 無 南部諸民族州給水計画 ③ ② ② ② C
エリトリア 73 無 デブブ州地方都市給水計画 ③ ② ③ ① C

ギニア
74 無 中部ギニア農村飲料水供給計画 36 ③ ③ ② ② B

75 無 コナクリ市飲料水供給改善計画 /
首都飲料水供給改善計画 ③ ② ② ① D

ケニア 76 無 西部地域県病院整備計画 ③ ③ ② ③ A

シエラレオネ 77 無 フリータウン電力供給システム緊
急改善計画 ③ ② ③ ② B

セーシェル 78 無 マヘ島零細漁業施設整備計画 ③ ③ ① ③ B
タンザニア 79 無 首都圏周辺地域給水計画 ③ ② ② ② C
ベナン 80 無 ラギューン母子病院整備計画 ③ ② ① ③ C

マダガスカル

81 無 アンツィラナナ州及びトリアラ州
小学校教室建設計画 ③ ③ ③ ② A

82 無 第二次小学校建設計画 ③ ③ ② ② B
83 無 国道７号線バイパス建設計画 ③ ③ ③ ② A
84 無 第二次南西部地下水開発計画 ③ ③ ② ① C

85 技 北西部養殖振興計画 38 ② ① ① ① D

マラウイ 86 無 ブワンジェバレー灌漑施設復旧計
画 ③ ③ ② ② B

モーリタニア 87 無 ヌアクショット水産物衛生管理施
設整備計画 ③ ③ ③ ② A

アルジェリ
ア 88 円 教育セクター震災復興事業 ③ ③ ① ③ B

エジプト
89 円 ザファラーナ風力発電事業 40 ③ ③ ① ③ B

90 技 地域環境管理能力向上プロジェ
クト ③ ③ ② ② B

チュニジア 91 円 地方給水事業 (I)(II) ③ ③ ② ② B

モロッコ
92 円 上水道セクタ－整備事業 (II) ③ ② ② ③ B
93 円 地方電化事業 (II)(III) ③ ③ ② ③ A

ヨルダン 94 無 第二次ザルカ地区上水道施設改
善計画 ③ ③ ③ ② A

ボスニア・	
ヘルツェゴ
ビナ

95 技 エコツーリズムを中心とする持続
可能な地域振興プロジェクト ③ ② ② ② C

ルーマニア 96 円 ブカレスト〜コンスタンツァ間鉄
道近代化事業 ③ ③ ① ③ B

※1	③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」／A：「非常に高い」、B：「高い」、	
C：「一部課題がある」、D：「低い」（→詳細は P.	50 を参照）。

※2	詳細型事後評価の対象は10 億円以上、またはその他有効な教訓が得られる
可能性が高いと考えられる事業です。

※3	円＝円借款、無＝無償資金協力、技＝技術協力プロジェクト。
※4	ページ数の記載がある案件については本年次報告書のP.	22〜をご覧ください。
※5	有効性にはインパクトに関する評価も含みます。
※6	中国に対する円借款は、2007年12月に承諾した 6 案件をもって新規供与

は終了しています。

※3 ※4 ※5



＜2012年度実施分にかかる総合評価と4項目の分布＞ ＜2009年～2012年度実施分にかかる累計＞
総合評価

妥当性

効率性

有効性・インパクト

持続性

総合評価

妥当性

効率性

有効性・インパクト

持続性

A 非常に高い
36 件／37%

B 高い
38 件／40%

C 一部課題がある
15 件／16%

D 低い
7件／7%

③
90 件
94%

②
6 件
6%

①
0件
0%

③
19 件
20%

②
62件
64%

①
15 件
16%

③
67件
70%

①
5 件
5%

③
44 件
46%②

46 件
48%

①
6 件
6%

②
24 件
25%

A 非常に高い
165 件／44%

B 高い
146 件／38%

C 一部課題がある
47件／12%

D 低い
22件／6%

③
362件
95%

②
18 件
5%

①
0件
0%

③
99 件
26%

②
241件
63%

①
40 件
11%

③
270 件
71%

①
15 件
4%

③
189 件
50%

②
166 件
44%

①
25 件
6%

②
95 件
25%
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第 2 部　評価結果概要

総合評価
2012 年度実施の詳細型事後評価の結果は P.	16 のとお
りです。対象事業は円借款が 50 件、無償資金協力が 26
件、技術協力プロジェクトが20 件の合計 96 件で、件数別
にみた場合、地域では東南アジア、南アジア、アフリカ、分
野では電力、道路・橋梁、上下水道、教育、保健などが主
たる対象となっています。96 件の総合評価は、A が 36 件
（37％）、B が 38 件（40 ％）、C が 15 件（16 ％）、D が
7件（7％）となりました。AとBを合わせた合計は全体の
77％を占めており、これらは概ね期待されていた効果が得
られたものと判断できます。C/Dとなった要因は、「事業を
取り巻く環境の変化」、「運営・維持管理の組織体制の問題」
といったことが挙げられます。

項目別評価
妥当性については、③が 90 件（94％）、②が 6 件（6％）
となり、多くの事業において妥当性が認められるといえます。
課題ありと評価された理由として、相手国の政策や国全体の
ニーズとは支援内容が整合していたものの、「協力先の組織
的位置付けが不透明」、「国際的な環境の変化を受け、開発
ニーズが減少している」、「目標の達成に向けた十分な事業
計画となっていない」といった、事業設計の適切性に問題が
あったことが挙げられます。
次に有効性・インパクトについては、③が 67件（70％）、
②が24件（25％）、①が5 件（5％）となり、多くの事業に
おいて有効性・インパクトが認められるといえます。何らかの
課題ありと評価された事業には、施設などアウトプットは出
ている一方、当初設定した目標ほど効果が現れていない事業
や、プロジェクト完了後の先方政府による事業継続が十分で
ないものまで含まれます。その理由は事業ごとにさまざまで

すが、例えば、「経済環境の変化を受けて当初計画の継続が
困難になった」、「事業効果の継続的な発揮に向けた方策が
十分採られていなかった」といったことが見られます。
効率性については、③が19 件（20％）、②が 62 件

（64％）、①が15 件（16％）となり、必ずしも効率的な事
業実施とはいえません。課題ありと評価された原因は、主と
して事業が計画期間内に完成しなかったこと、また、計画よ
りも事業費が増加したことです。その理由としては、「工事
進捗や調達手続きの遅れ」、「計画変更に伴う設計等の見直
しや許認可手続きに追加的な時間を要した」、「想定より追
加的な投入が必要となった」といった理由が挙げられます。
持続性については、③が 44 件（46％）、②が 46 件

（48％）、①が 6 件（6％）となり、改善する余地があると
いえます。課題ありと評価された原因として、体制の課題等
多くの要因がありますが、多くの事業で運営・維持管理や事
業展開のための財務状況が十分ではないことが挙げられて
います。その理由としては、「中央政府や地方政府からの運
営・維持管理にかかる予算手当が不足している」「料金徴収
を行っているが、運営・維持管理に必要とされる費用を料金
等で回収できていない」といった点が挙げられます。
これらの問題については、個別の事業においてJICAや
開発途上国に対する提言や教訓が導かれています。提言や
教訓を事業の改善や将来の事業に生かすために、開発途上
国側にフィードバックするともに、今後の援助に着実に反映
できるように JICA 内でのフィードバックを行っています。ま
た、テーマ別評価において、教訓の活用や財務面での検討
について分析を行っており（P.	44〜47参照）、こうした分
析についてもJICA 内でのフィードバックを行っています。

◦ レーティング分布の解説（詳細型事後評価）
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事後評価

◦	評価結果概要と問題点
本事業は、メトロセブにおいて、工業団地開発のため、
埋立地建設による企業誘致を促進し、また、海岸道路建設
により都市交通流の円滑化を図り、もってメトロセブ地域経
済の発展に寄与することを目的に実施されました。本事業
の海岸道路建設は、メトロセブ地域の都市交通流の円滑化
に貢献しています。一方、埋立地に工業団地を造成し、外
国資本の企業誘致を図る計画については、本事業の対象で
ある埋立地造成は完成しましたが、アジア通貨危機等の外
的要因により企業誘致が十分に進捗せず、国内企業・産業
の誘致に計画を変更し、大学、ショッピングモール、住宅、
軽製造業の工場等誘致活動を実施しているところです。現時
点ではその一部のみが実現している状況で、本事業の実施
による効果の実現は計画と比して極めて限定的です。また、
埋立地対岸の漁民から生活環境の悪化といった苦情が挙げ

られ、セブ市が社会補償プログラムを継続中ですが、計画
段階での環境影響評価が弱かったことが指摘されています。

◦	提言・教訓
セブ市の社会補償プログラムの継続にあたり、参画者個々
の技術能力向上の他、事業を運営していく能力向上の必要性
が提言されました。教訓として、影響の範囲やリスクに配慮し
て環境影響評価や十分な技術面の審査の実施などが挙げられ
ました。

◦	今後の事業担当部の対応
継続中の社会補償プログラムについては、事後評価でも
一定の成果や便益が確認されているところ、かかる成果が
持続するように JICAとしても継続的に取り組みをモニタリ
ングしていきます。また、埋立て事業における産業や大学等
の誘致における効果発現についても調査等を通じて引き続
きセブ市の取組みをモニタリングしていきます。

◦	評価結果概要と問題点
本プロジェクトは、厳しい経済状況下にあるマヤ族女性グ
ループの経済的発展に貢献することを目的に、キンタナ・ロー
州女性庁の組織強化を通して、女性グループによる民芸品作
成販売の振興を支援するプログラムの確立を図るものとして
実施されました。
業務マニュアルおよび研修ガイドの作成を通じて、支援プロ
グラムが事業期間中に作成されました。しかし、事業終了以降、
支援プログラムの継続的な活用は限定的な状況にあります。プ
ロジェクトが支援した民芸品ブランドは現在ほぼ作成されてお
らず、従前の製品を作成、販売するといった状態になっていま
す。事業デザインにおいて、民芸品振興に必要とされる女性庁
以外の関係組織の巻き込みが少なく、また支援プログラムの実
践に向けた検証の不足が効果限定の要因と考えられます。
加えて、女性庁の人数不足及び予算の制限が、定期的なフォ
ローアップを必要とする支援活動の制約となっている状況も
見られます。

◦	提言・教訓
キンタナ・ロー州経済開発局との連携強化、業務マニュア
ルの積極的な活用が提言されました。また、プログラムやモ
デルの構築を目指す事業においては、プログラムやモデル
の有効性を検証する十分な機会を事前に計画する必要があ
ること、事業が実施機関のマンデートを超えるものであるか
否かの事前確認が重要であるとの教訓が導かれました。

◦	今後の事業担当部の対応
現在、同国では、相手国政府の関心・優先順位が高く、
技術協力事業の高い成果が期待できる分野を選択集中して
協力しています。また、新規事業の形成に際しては、事前
に実施機関としての適性などを含み精査し既に厳格なデザ
イン検討を行っているところですが、今後のプロジェクト発
掘・形成に際しては本評価結果の教訓を十分生かした設計
を行っていきます。

◦	評価結果概要と問題点
本プロジェクトは、鉱山環境研究センター（以下「セン	

ター」）が環境行政を支える拠点として機能し、ポトシ県に
おいて鉱山由来の水質汚濁のモニタリングが強化されると
ともに、汚濁負荷削減のための技術開発・研究の実施基盤

が確立され、これらの成果が行政に反映されることを目的
に実施されました。
ピルコマヨ川の水質モニタリングが強化され、汚濁負荷削
減のための技術・開発研究は概ね確立されましたが、センター
組織の確立および環境行政への指針の提言には至りません

フィリピン：メトロセブ開発事業（Ⅲ）（埋立）（海岸道路）

メキシコ：キンタナ・ロー州マヤ族居住地域女性支援計画

ボリビア：鉱山環境研究センタープロジェクト

詳細型事後評価の結果、2012 年度対象事業では、以下
の7件についてD（低い）相当と評価されました。JICAで	
は、事後評価により指摘された課題、提言および教訓につ

いて、事後監理を適切に行っていくとともに、将来の類似案
件にも活用していきます。

◦ 事後評価により課題があるとされた事業
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でした。また、現在暫定的に、トマス・フリアス自治大学の
一組織として運営が継続していますが、当初予定されていた
環境行政を担う研究センターとしては機能していません。技
術的にはポトシ県の環境行政を支えられるレベルになってい
るものの、同センターの役割や位置づけが計画時から事後
評価に至るまで不明瞭であったことが要因と考えられます。

◦	提言・教訓
関係機関がセンターの責務・役割を協議し、今後の位置
づけを明確にすることが肝要との提言がなされました。教訓
として、新機関を設立する場合、計画時にその責務・役割を
先方政府の政策に明確に位置づけること、また、方針や制

度が整っていない場合、計画時に目標の実現可能性を十分
検討し、制度改善など必要に応じた協力を含めることが導
きだされました。

◦	今後の事業担当部の対応
センターの政策的位置づけに課題はある一方で、同セン
ターが有する水質モニタリング業務は維持され検査業務の
受託を行う等、プロジェクトで強化された機能の重要性は増
しています。すでに先方政府関係機関は、センターの組織
的位置づけの再検討を開始し、予算措置も行われているこ
とが確認されています。引き続き、先方政府の取り組み状況
のモニタリングを行っていきます。

◦	評価結果概要と問題点
リオデジャネイロ州グアナバラ湾流域の西部地域に下水道
施設を建設し、住民の衛生環境改善および同湾への汚染物
質流入削減を図り、もって住民生活の改善ならびにグアナバ
ラ湾の漁業資源・観光資源の保全に貢献することを目的に
実施されました。
本事業では下水処理場の整備は完了しましたが、事後評
価時、リオデジャネイロ州の自己資金にて建設される下水管
が一部未完成で下水処理量が計画の 3 割程度と少なく、汚
染物質の削減量は計画の7割程度に留まりました。下水道
が整備された一部の地域で衛生環境の改善が見られ、同湾
に流入する汚濁物質が削減されたものの、同湾の水質に顕
著な改善は見られず、インパクトが限定的であることが指摘
されました。
運営・維持管理に関し、下水処理場において人材不足が
見られ、予算が不足し適時に支出されておらず、また、予防

保守体制がないため、設備の一部は適切に稼働できない状
態にあり課題が多い状況です。

◦	提言・教訓
下水管の完成を早急に進めるともに、下水処理場の適切
な運営・維持管理のため、必要な検討や計画の実施、並び
に関係者間の調整などが提言されました。教訓として、類似
案件の計画・実施において、下水処理場と下水管の完成に
差が出ることのないよう配慮していくことが必要であると導
き出されました。

◦	今後の事業担当部の対応
未完成である下水管はリオデジャネイロ州の自己資金で建
設されるものであり、入札手続きや予算不足等の問題から完
成が遅れています。JICAは、ブラジル連邦政府及びリオデ
ジャネイロ州政府との対話を継続し、事業の早期完成に向け
て、工事の進捗状況を引き続きモニタリングしていきます。

◦	評価結果概要と問題点
本事業は、ウガンダ東部イガンガ県、西部ホイマ県・キバ
レ県、東部ブギリ県、中央マサカ県において、電化率の向上
及び安定的な電力供給を目的に、高圧の配電線資機材等の
調達・据付・更新を行いました。
事業対象地域において配電網の整備は進んでいますが、
受益者である地方部住民が電気サービス加入に支払う接続
料金を高額と見なしていることが主要因となり、実際の電化
世帯数は事業計画目標18,991世帯に対し706 世帯と低迷
しています。本事業の基本設計調査では、多くの住民に接続
費用及び配線費用の支払意思があるとして、上述の接続数が
見込まれていましたが、結果的にはその電化に関する目標値
や実現性の検討が不十分であったと考えられます。
なお、今後、複数の国際援助機関及び同国政府による協
調ファンド「Output	Based	Aid（OBA）」の活用により、
住民が負担する接続料金への補填、ひいては電気サービス
の接続数増加が見込まれており、近い将来相応の効果発現
の可能性は考えられています。

◦	提言・教訓
接続料金に対する補助金制度活用状況の定期的なモニタ
リングが提言されました。また、地方電化案件においては、
慎重に消費者のコスト負担能力を確認し、補助金制度を含む
電化政策全体の背景・課題を踏まえた調査設計を行い、事
業形成時から想定されるリスクを把握、その対応策を検討・
実施していくことが重要との教訓が導かれました。

◦	今後の事業担当部の対応
ウガンダ政府の報告によれば、OBA等の活用により対象
地域 4区間のうち１サイトでは半数以上の世帯が接続を完了
しており、残りの3区間についても本年からOBA が活用さ
れることから、状況が大きく改善される見込みです。ウガン
ダ側による定期的なモニタリングが徹底されるよう、JICA
からも申し入れており、効果の着実な発現に向けて引き続き
進捗を確認していきます。

ブラジル：グアナバラ湾流域下水処理施設整備事業

ウガンダ：第二次地方電化計画
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◦	評価結果概要と問題点
本プロジェクトは、マダガスカルにおける小規模ウシエビ

（別名：ブラックタイガー）養殖の振興を目的として、エビ養
殖開発センター（CDCC：現CDA）における養殖技術開発
能力の強化を図るために実施されました。
プロジェクトの実施により、CDCCの技術レベルは向上
し、小規模養殖家向けの養殖技術の開発に成功したものの、
ウシエビの国際価格低迷を受け、既存の小規模養殖家はウ
シエビ養殖から撤退し、新規の養殖家の参入もなかったこ
とから、プロジェクト終了後にはウシエビ養殖を行う小規模
養殖家の数はゼロとなっています。その結果、本プロジェク
トを通じて開発された技術は十分に活用されておらず、小規
模ウシエビ養殖振興という目的は達成に至っていません。
事後評価時点においても、ウシエビの国際価格は低迷を
続けており、CDCCの体制や財務面についても一部課題が
見られることから、開発された技術の持続性においても懸
念が残っています。

◦	提言・教訓
ウシエビのように国際市場の影響を受けやすい作物を支
援対象とする際には、事前の十分なリスク検討が必要であ
り、事業実施中に価格変動などが生じた場合は、再度十分
な調査を行い、事業の変更や中止を含む意思決定を適時に
行うことの重要性が教訓として挙げられました。提言として
は、CDCCにおけるウシエビ養殖の位置づけの再検討、及
び中長期的な経営計画策定の必要性が指摘されました。

◦	今後の事業担当部の対応
本プロジェクトが対象としたウシエビは、国際価格の低
迷から当初想定していた産業へは結びつきませんでしたが、
CDCCは現在 CDAに組織改編され、エビに限らず幅広い
魚介類の養殖技術を開発しています。CDAは、JICA が現
在実施している技術協力プロジェクトの実施機関として引き
続き技術移転を受けており、今回指摘されたCDAの体制・
財務面にかかる課題についても、解決に向け支援が続いて
います。

◦	評価結果概要と問題点
本事業では、首都コナクリ市の給水を支えるイエスル浄
水場の拡張による生産水量の増加、水源から浄水場への導
水管路ならびに浄水場から市内への送水管路の通水能力を
改善することを目指しました。浄水場、導水管路は計画ど
おりの改善が見られましたが、送水管路の破断の影響から、
本事業で整備した送水管部分の流量を制限し、それ以外の
送水管の流量を計画より増やすことで対応しています。他ド
ナーの支援もあり、インパクトとして期待された給水人口、
一人当たり給水量は増加していますが、送水管路の破断に
より市内の一部地区に断水が発生しています。
送水管の破断原因は究明中ですが、実施機関の技術では
再発を防ぐことは難しい状況であり、また財務上の課題があ
るなど、運営維持管理での課題が見られました。

◦	提言・教訓
提言として、送水管破断の原因究明の上、対応策の実施、
給水制限の事前伝達による住民の不満軽減、給水サービス

向上による給水事業の収入増等が挙げられました。
教訓として、過去に対象国で経験のない管材を用いる時
は運営維持管理の視点から十分に検討すること、事故発生
を把握した場合は必要に応じ JICAとしても原因究明を図る
ことが指摘されました。

◦	今後の事業担当部の対応
送水管路の破断に対する緊急的な対応として、実施機関
が当該箇所の交換を行っています。JICAは、ギニア側に対
して低圧運転を推奨するとともに、破断発生時の対応にか
かる助言を行っています。これらの対策により、現時点で新
たな破断は発生していません。
現在、JICAは原因究明への協力を行っています。また再
発の防止や万一に備えた緊急対応マニュアルの整備、技術
指導、さらに破断発生時に必要となる資機材の供与などの
支援も行っています。

マダガスカル：北西部養殖振興計画

ギニア：コナクリ市飲料水供給改善計画 /首都飲料水供給改善計画
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◦	内部評価について
JICAでは、2010 年度から協力金額 2億円以上10 億
円未満の事業を対象として、評価部による支援の下、在外
事務所等が評価者となる内部評価に取り組んでいます。内
部評価では、在外事務所等の評価者が実施機関へのヒヤリ
ングや事業サイトの実査を行い、評価を実施しています。今
年度は、昨年度からの繰り越しを含め 82件の内部評価を
実施しました。

◦	総合評価
今次、内部評価を実施した82件の内訳は、無償資金協
力が34件、技術協力プロジェクトが 48 件です。対象は東
南アジア、中南米、アフリカを中心に全世界にわたり、保健
医療、水資源・防災、農業・農村開発ほか幅広い分野の案
件となっています。82件の総合評価の結果から、6 割程度
の事業で、事後評価段階において期待された効果が概ね得
られているものと判断できます。一方、課題があるとされた
事業が4割程度ありました。

◦	項目別評価
項目別の結果を見ると、妥当性においては、ほとんどの
事業で相手国の政策やニーズに整合していることが確認で
きた一方で、事業計画・手段の適切性に課題が見受けられ
た事業がみられました。
有効性・インパクトについては、効果が計画どおり現れて
いる事業は全体の約 5 割、効果の実現に課題が見受けられ
る事業は約 5 割となっています。課題があると判断された
ものは、その理由として、無償資金協力では需要の変化や
維持管理の問題等により機材や施設が十分に活用されてい
ない、相手国負担事業の遅延のために計画どおりの効果発
現に至っていないこと等が確認されました。技術協力プロ
ジェクトについてはプロジェクト期間中に一定の目標を達成
したものの、評価時点においてその効果が継続されていな
いことや、協力期間で取り組まれたモデルやガイドライン等
の活用に課題が見られる、普及のための制度等が十分整備
されていないなど、当初の計画どおりに普及・拡大されてい
ないということ等が指摘されました。
効率性については、計画された期間及び金額内で事業を
完了したものが約 3 割となっており、約7割の事業では効
率性に課題が見られました。その要因として、無償資金協力
においては、機材の調達・施設の工事や通関の遅れ等によ
り事業期間が計画期間を超えたこと等が挙げられています。

技術協力プロジェクトにおいては、目標・成果の達成のため
に当初計画よりも多くの投入が必要となり事業金額が計画
金額を超えたこと等が挙げられます。
持続性については、効果の持続が高く見込まれる事業は
約 2割、効果の継続に課題があるとされた事業は約 8 割と
なり、多くの事業で何らかの課題があることが認められます。
また、多くの事業で運営・維持管理や事業展開のための財
務状況が十分でないことが確認されています。予算とも関連
する面もありますが、適切な人員配置、必要な技術能力お
よび定期的な点検・修理が不十分といった、体制面、技術面、
運営・維持管理状況などについても、一部の事業で課題が
見られました。

◦	今後の取組み
各事業について指摘された課題は、具体的な提言として
相手国側及び JICA 関係部にフィードバックされ、改善に向
けた取組みが行われています。また、内部評価では評価を
実施した在外事務所等により多くの事業形成・運営面での教
訓が導かれており、同じくフィードバックされるとともに、こ
れらは JICA 内での類似事業の計画・実施監理に生かされ
ることとなります。
今次の内部評価の実施に当たっては、客観性を高める観
点から定量的な指標を活用することに留意をして実施しまし
た。今後は、こうした取り組みを通じよりわかり易いものと
することを確保しつつ、効率的に実施していくことも検討し
ていきます。また、引き続き、在外事務所等の評価に関す
る能力向上を図りつつ、評価部からの支援内容・方法も含め、
更なる改善を検討していきます。

◦ 内部評価の実施結果概要

ドミニカ共和国「地域保健サービス強化プロジェクト」の現地実査
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中小零細企業・省エネ支援事業

円借款とソフト面での支援の組み合わせで省エネ効果アップ
外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社　大西　由美子

事業の概要 事業の目的
■	承諾額／実行額：	
300 億円／300 億円

■	借款契約調印：2008 年11月
■	借款契約条件：
	 金利 0.3％、返済15 年（うち据置 5 年）
■	貸付完了：2010 年	11月
■	実施機関：インド小企業開発銀行	
（Small	Industries	Development	
Bank	of	India：SIDBI）

エネルギー利用の効率化促進を通じてインドの環境改善や持続的な経済発
展、気候変動対策に寄与する。

インドの中小零細企業による省エネの推進を図る。

1.		インドの中小零細企業に対し、省エネの取り組みに必要な中長期資金を
供与する。
2.	実施機関やその他の仲介金融機関の融資能力強化を支援する。
3.	中小零細企業の省エネに対する意識向上を促す。

上位目標

プロジェクト目標

成果

本事業では、中小零細企業による省エネの推進を図るため、円借款の資金を活用
し、インド小企業開発銀行（SIDBI）が直接または仲介金融機関を通して、省エネの
設備投資への融資を行った。本事業による中小零細企業の平均エネルギー消費削減
率は 35.67％であり、審査時の政策目標である約10％を上回るエネルギー消費量の
削減が実現したといえる。本事業による年間エネルギー消費削減量は119MWに等し
く、インド産業連盟が試算した省エネを通じた中小零細企業の潜在的エネルギー消費
削減量1,000MW（年間）の12％に及ぶことになる。本事業の受益企業が同国の中
小零細企業に占める割合が1％未満であることを考慮すると、本事業によるエネルギー
消費削減量の効果が高かったことがわかる。
更に、本事業では、円借款を技術支援コンサルタントによるソフト面での支援と組
み合わせることで、より効果的に中小零細企業の省エネへの取り組みを促した。省エ
ネの啓発活動の開催は、参加した中小零細企業の意識や関心を高めるだけでなく、具
体的な取り組み例やその便益を示すことで彼らの省エネへの取り組みを後押しする
きっかけになり、啓発活動を行った地域ではそれ以外の地域と比較して融資件数が多
くなっている。また、融資対象となる省エネ機器のリストを作成し、金融機関の融資
審査担当者や中小零細企業に提供することで、融資審査の効率化に貢献した。以上
より、有効性・インパクトは高いと判断される。

技術支援によるSIDBI・仲介金融機関の能力強化研修は貸付完了後も継続してい
たが、啓発活動や仲介金融機関の拡大などの措置により中小零細企業への融資が進
み、貸付は計画より11カ月早く完了した。事業費も計画内に収まり、効率性は高い。

同国では急速な経済成長に伴い、今後のエネルギー安定供給と環境保全のために
は、エネルギー利用の効率化を進めることが急務となっていた。特に、中小零細企業
は、省エネへの設備投資が遅れていることや設備の老朽化などにより、エネルギー利
用の効率が悪く改善の余地が大きいとされていたことから、本事業の妥当性は高い。

レーティング
有効性・インパクト ③

総合評価

A
妥当性 ③

効率性 ③

持続性 ②

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

◦ 効率性

◦ 妥当性

融資によりエンドユーザーが購入した省エネ
機械（製紙業）

省エネ機械で生産されたダンボール

円借款

インド

アジア



＜本事業の受益企業 A社のエネルギー消費量と電気代＞

＜本事業の啓発活動により省エネへの意識は
どう変化しましたか？（受益者調査の結果より ¹）＞

＜省エネ融資以外に独自の省エネへの取り組みを
行っていますか？（受益者調査の結果より）＞

はい
64%

いいえ
36%

省エネへの
意識が向上した

71%

変化なし
29%

＜本事業の啓発活動により省エネへの意識は
どう変化しましたか？（受益者調査の結果より ¹）＞

＜省エネ融資以外に独自の省エネへの取り組みを
行っていますか？（受益者調査の結果より）＞

はい
64%

いいえ
36%

省エネへの
意識が向上した

71%

変化なし
29%

事前 事後

エネルギー消費量（ダンボール1トン
当たり）

78.00kWh 49.00kWh

電気代（1ダンボールあたり） Rs.	0.40 Rs.	0.25
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第 2 部　評価結果概要

運営・維持管理の体制・技術面は特に問題はない。しか
し、一部仲介金融機関の財務状況に懸念が見られるほか、
SIDBI のデータシステムでは当初想定していた本事業の融資
のみに特定した返済状況や二次貸付の把握ができないとい
う状況があり、本事業によって発現した効果の持続性は中
程度である。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。
本事業は、エネルギー消費の削減やエネルギー利用の
効率化に確実な貢献をしている。さらなるエネルギー効
率化の増進と省エネによる環境問題の緩和のためには、
SIDBI が本事業でのアプローチや成功事例をもとに、さ
らに多くの中小零細企業が融資対象となるよう省エネ融
資の仕組みづくりや追加対策を検討し、省エネ融資を継
続していくことが期待される。
教訓としては、円借款とソフト面での支援の組み合わせ
のほか、省エネ融資の利用対象を、エネルギー効率の悪

い既存機器の省エネ機器への転換に限定せず、追加機器
の導入にも認めるという柔軟な対応が、中小零細企業へ
の融資促進につながったことが挙げられる。既存機器の
入れ替えに特化することは、ビジネス規模が拡大しており
むしろ追加機器を必要としている中小零細企業にとっては
魅力のない金融商品となる可能性がある。また、各地域
に根付いた金融機関を通すことで、実施機関単体で事業
を実施するよりも広いネットワークを活用した効率的かつ
効果的な融資の実施につながる可能性がある。

本評価ではビジネス・ディベロップメント・サービス（BDS）※²	
の発展度合と、BDSプロバイダーが本ツーステップローン
事業の仲介金融機関と受益企業（中小零細企業）とをつ
なぐ役割について分析した。
同国のBDSプロバイダーのサービスは、会計・輸出・
研修など様々な分野にわたる。SIDBI が運営するウェブ
ポータルに登録しているBDSプロバイダーは1万4,000
社を超えており（2012 年12月時点）、うち2 割が会計
や税務関連の業務処理サービスを提供している。同国で

は公認会計士の利用はごく一般的であるため、このような
業務処理のBDS 利用を対象外として本事業の受益企業
を調査したところ、業務処理以外のBDSを利用したこと
がある中小零細企業はごくわずかであった。BDSプロバ
イダーへのアクセス不足が BDS 利用の大きな妨げになっ
ていることも分かった。しかし、活用した企業は BDSは
企業業績に貢献したとしている。
BDSが伴っていなくとも本事業は中小零細企業への融
資に一定の効果をあげている。他方で、中小零細企業の
BDSに対するニーズがないわけではなく、本調査では、
①一定の成長を遂げた中小零細企業にはBDS へのニーズ
がある、②ニーズのある中小零細企業とBDSプロバイダー
のマッチングが不十分であることが明らかになった。

◦ 持続性

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント：中小零細企業をとりまく環境

※2　BDSとは企業が成長し競争力を持つようになるのを手助けするた
めのサービスであり、研修・コンサルティング・マーケティング支援・情報
提供・法律会計サービス・技術開発・普及などを含むが、財務的な支援は
除外している。

※1　本事業より融
資を受けた中小零
細企業 45社へのイ
ンタビューまたはア
ンケート調査。
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事後評価

協力期間については計画内に収まったものの、看護分野における全７領域※3	の専
門家が短期間の渡航を数多く行いつつ活動に関与した事情や新たなコンセプトを言語
を解して伝えるための通訳・翻訳者の追加投入により、協力金額が計画を大幅に上回っ
た。よって、効率性は中程度である。

◦ 効率性

看護教育改善プロジェクト
患者の視点に立った新たなコンセプトに基づく看護教育モデルの構築
外部評価者：EY 新日本サステナビリティ株式会社　高橋　久恵

事業の概要 事業の目的
■	協力金額（日本側）：5 億 9,172 万円
■	協力機関：2004 年 7月〜2009 年 6月
■	相手国関係機関：保健省、	
高等中等専門教育省

■	専門家派遣人数：	長期：	5人、短期：	103人
■	研修員受入人数：本邦：	39人
■	主要供与機材：視聴覚機材、教材作成・	
印刷用機材、実習用医療機材等。

全国の医療専門高校で「患者に寄り添う看護」（CON※1）に基づいた看護
教育が行われる。

CONの原則に基づいた看護教育 (学内教育/学外臨床教育 )のモデルが確
立される。

1.	学内教育にCONのコンセプトが導入される。	
1-１　CONに基づいたカリキュラム案が作成される。	
1-２　CONに基づいた教材が作成される。	
1-３　CONに基づいた看護教育方法が教員に理解される。

2.	モデル病院およびモデル校の主要実習病院・保健医療施設で CONに基
づいた実習が導入される。

3.	看護教育の基準 ( 時間割および教案プログラム※2) について提言する。ま
たCONを全国の看護教育に導入するための基盤が整えられる。

上位目標

プロジェクト目標

成果

本プロジェクトは、ウズベキスタンの医療専門高校（MC）で、「患者に寄り添う看護」
（CON）の概念に基づく新たな看護教育が行われることを目的に実施された。プロジェ
クト活動を通じて、カリキュラムや教材の改定、MC 教員の再教育実施、施設や機材
の基盤整備を行い、モデル校において新たな看護教育の導入に取り組んだ結果、MC
教員や学生の看護に対する意識の変化、CONに基づく看護教育の理解度の向上が確
認された。プロジェクト実施前には、MC関係者の7割以上が看護の仕事を医師の補
助業務であると認識していたのに対し、実施後にはその割合は1割程度となり、反対
に 6 割以上が看護の仕事を独自の仕事として、また、7割以上が患者や家族の支援
も看護の仕事として認識する等、その認識は大きく変化した。受益者調査の結果では、
モデル病院に勤務する医師や看護師においても、その変化が確認され、受付に設置
された患者用ノートには病院で受けた治療やケアに対する看護師への感謝のコメント
が多数書き込まれるなど、CONに基づく看護を導入した効果・インパクトが見受けら
れた。さらに、この新たな看護教育のモデルは、プロジェクト終了後に全国のMCで
導入され、普及・実施されていることから、有効性・インパクトは高い。

保健制度改革に取り組む同国では、事前評価時から終了時まで、一貫して医療従事
者教育の向上を通じた医療サービスの質の改善を目指してきた。日本は国別事業実施
計画で「保健医療・教育サービスの再構築」を重点分野とし、「看護師の育成と役割
の強化」を優先課題と位置づけていた。よって、本プロジェクトの妥当性は高い。

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

◦ 妥当性

医療専門高校での小児看護教育の実習風景

MC 教員がプロジェクト終了後に作成した
学生向けのテキスト

技術協力

ウズベキスタン

アジア

レーティング
有効性・インパクト ③

総合評価

A
妥当性 ③

効率性 ②

持続性 ③

※1　CONとはClient	Oriented	Nursing の略称で、「患者に寄り添う看護」を指す。すべての患者の、そ
れぞれのライフサイクルステージ（小児期、思春期、成人期、高齢期等）の健康ニーズに沿った看護・生活支
援を提供することを指す。	
※ 2　教案プログラムとは、学習指導案を指す。	
※3　基礎看護、地域看護、小児看護、母性看護、精神看護、成人看護、老年看護の7領域。



＜看護についての認識＞
（CONのコンセプト導入前後の変化）

＜CONのコンセプトに基づく新たな看護
教育の実施について＞
（プロジェクト開始時と事後評価時の比較）

出所：受益者調査

出所：受益者調査 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

＜看護についての認識
（CONのコンセプト導入前後の変化）＞

出所：受益者調査結果

医師の補助業務
との認識

独自の仕事
との認識

患者や家族のサポート
との認識

現在CON導入前

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

＜看護についての認識
（CONのコンセプト導入前後の変化）＞

出所：受益者調査結果

実施に問題はない

（よく理解している）

実施に若干の困難が伴う

（一部理解ができていない）

プロジェクト開始時現在
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第 2 部　評価結果概要

本プロジェクトの実施を通じて導入された新たな看護教育は、全国のMCに普及し実施されている。MC 教員の再教育の
役割を担う看護教育センター（NEC）の今後の位置づけに一部課題が残るものの、政策制度面、体制面、技術面、財務状況、
いずれも問題は生じておらず、本プロジェクトによって実現した効果の持続性は高い。

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。
本プロジェクトではCONという新たなコンセプトを看
護教育に導入したが、その意をウズベキスタン側に伝える
翻訳者が不足し、活動の進行に影響を与えた。このよう
な経験から、コンセプト作りに関わる案件では、翻訳者を
含めた人材の適切な投入を行うことが望ましい。また、多
様な専門家が活動に関わる過程で十分に情報を共有する
ことが困難となり、関係者が達成すべき指標の一部を把
握していなかった等の問題点が指摘された。これを踏まえ、
多くの専門家が関与する案件では、全体の調整役を担う
人材の配置を考慮した体制を整える必要がある。さらに、
NECの活動の継続に係る将来的な財源等が明確にされて

いない現状を踏まえ、活動の主体となる組織の継続性に
ついては、早い段階で目途を立てておくことが教訓として
挙げられる。
実施機関への提言として、新たな看護教育の実施に必
要不可欠な実習用医療機材が一部の地方MCで不足傾向
にあるため、学生の理解向上の妨げになることがないよ
う、十分な実習用機材の整備を推進することが挙げられ
る。また、JICAへの提言として、MC 教員の再教育を担っ
てきたNECの将来的な活動予算の確保に向けた働きか
けに対し、必要に応じた保健省へのフォローアップの実施
が挙げられる。

本プロジェクトでは、看護師が医師の補助者として位置
付けられていたウズベキスタンにおいて、「患者の視点に
立った看護」のコンセプトに基づいた新たな看護教育モデ
ルを構築することを目指し活動が行われた。具体的には診
療科別※3	に組まれていたカリキュラムを患者の視点に立っ
た看護の7領域に変更し、CONに基づく看護の提供に沿
う知識・技術を習得できるよう指導要領・実習要綱を改定
し、教育現場（モデル校）での導入に取り組んだ。また、
患者に触れる機会のなかった看護師の状況に鑑み、実習
用医療機材の活用や模型を通じた実習やモデル病院での

看護実習時の患者受
持ち制度の導入等を

通じ、医療現場で患者や家族への接し方を学ぶ場を提供し
た。これらの支援は一国の看護教育そのものを新たにする
取り組みであったと言える。改正されたカリキュラムは保健
省および高等中等専門教育省により同国の看護教育の基
準として受けれられ、プロジェクト終了後には両省の強い
イニシアティブにより計画よりも早い時点で全国のMCに
導入された。本プロジェクトにおいても国の示す改革とプ
ロジェクトの方向性が一致していたことで、実施機関が新
たな看護教育モデルの重要性を認識し、新しいCONとい
うコンセプトに基づく看護教育モデルが全国のMCに着実
に普及し、その構築・展開が可能となったと考えられる。

◦ 持続性

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント：看護教育モデルの構築とその全国への展開

※3　内科看護、外科看護、皮膚科看護等。
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事後評価

第二次プノンペン市洪水防御及び
排水改善計画
プノンペン市の浸水被害の軽減へ大きく貢献
外部評価者：佐野総合企画株式会社　十津川　淳

事業の概要 事業の目的
■	交換公文限度額／供与額：
	 26 億 4,400 万円／23 億 5,400 万円
■	交換公文締結：	
詳細設計：2007年1月、	
本体：2007年 6月

■	事業完了：2010 年 2月
■	実施機関：
	 プノンペン市公共事業運輸局（DPWT）

自然災害に影響されない首都機能の維持に寄与する。

洪水に対する治水安全度を向上させ、浸水災害による被害の軽減を
図る。

プノンペン市において洪水防御施設および排水施設を整備する。

上位目標

プロジェクト目標

成果

本事業は、プノンペン市において洪水防御施設となる護岸工および排水施設を整備
することによって、同市の治水安全度を向上させ、浸水災害による被害の軽減を目指
すものであった。
洪水防御施設の改善に関しては、「メコン川およびトンレサップ川の既往最大洪水（約
30	年確率）が堤防を越水せず、護岸に構造上の損傷がない」ことを定量的効果とし
て定めていた。事後評価時点において、本事業による護岸施設に目立った損傷はない。
また、護岸工事が完工して以来、これまで破堤や越水は生じておらず、目指していた
効果が発現している。
排水施設の改善を目して、排水管等の敷設・整備も実施された。本事業で敷設され
た排水管は、これまでプノンペン市において既設されていた排水管口径に比して、管
径が大きく、その排水効率および効果は非常に高い。本排水管の敷設によって、対象
地における洪水時の浸水深ならびに継続時間は、本事業実施前後において大きく改善
されており、事業が企図した効果が発現している。また、このことは洪水時に生じて
いた長時間にわたる交通渋滞を緩和したり、域内商店における営業時間の確保や浸水
に拠る商品被害を軽減したりするインパクトも生んでいる。
以上より、本事業の有効性・インパクトは高い。

カンボジア国の「第 2 次社会経済開発計画」では、洪水や浸水のない町づくりが謳
われていた。また、プノンペン市の「都市開発戦略」においても、老朽化した排水管
のリハビリ・改善が具体的な取り組み課題として挙げられていた。以上から、本事業は、
同国の政策および対象国・地域のニーズの両面において整合しており、妥当性は高い。

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

◦ 妥当性

銘板（トンレサップ川沿いに設置）

王宮付近（2004 年）

王宮付近（道路下に本事業の排水管が通る）

本事業で計画された護岸施設および排水関連施設は、計画どおりに建設・敷設さ
れた。また、事業費および事業期間は、それぞれ計画比の 89％、99％となり計画
内に収まった。以上から、本事業の効率性は高い。

◦ 効率性

無償資金協力

カンボジア

アジア

レーティング
有効性・インパクト ③

総合評価

A
妥当性 ③

効率性 ③

持続性 ②



＜浸水時の交通渋滞にかかる改善認識＞

非常に改善した 改善した あまり変らない やや悪化した 悪化した 分からない 計

商店 11 49 7 4 9 0 80

会社 4 6 8 1 0 1 20

計 15 55 15 5 9 1 100

出所：受益者調査結果

出所：受益者調査結果
注「浸水被害が軽減された」と回答した商店の 67人（80人のうち）からの
複数回答による。

項目 回答者
数の割合

商店を開けていられる時間（日にち）が長くなった 68.7	%

浸水のために無駄になる商品が減った（水に浸かった
り、腐ったりするために売ることが出来なくなる商品
が減った）

41.8	%

商店内の棚や家具が水に浸かって、使えなくなる・匂
いが残るという被害が減った 9.0	%

仕入れ作業などの中断が無くなった（仲卸業者が商品
を持って来る、もしくは自らが商品の買い取りに行く
ことを妨害されることがなくなった）

32.8	%

地下の排水から漏れ出てくる悪臭が減った 55.2	%

来客が増えた（浸水がある時は来客がないため） 28.4	%

＜経済的効果の認識＞
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以上より、本事業の評価は非常に高い。
提言としては、プノンペン市排水・下水課（DSD）に対して、
本事業の排水施設を長期間有効に利用するため、定期的
な清掃作業を実施することが挙げられた。具体的なアク
ションとしては、①有効かつ実現性の高い清掃計画の策定、
②計画に基づいた清掃作業従事者の増員、③高圧洗浄車、
汚泥吸引車等の機材有効利用、④住民のゴミ投棄に関す
る意識啓発の 4点である。
現在、本事業の後継案件に該当する第 3次プノンペン
市洪水防御・排水改善計画において、ソフトコンポーネン
トによる清掃計画策定にかかる能力強化支援が実施され
ており、今後、清掃計画策定に関する能力向上が期待さ
れる。また、日本やベトナム等の支援によって、洗浄車な

ど清掃機材が充実してきた点も持続性を高める好材料で
ある。ただし、一方で、現在もプノンペン市の人口や住居・
商業地区は拡大を続けており、DSDの役割と責任は益々
大きくなっていることも事実である。そのため、今後これ
まで以上に上記①から④の着実な実施が求められる。
また、上水道料金から排水施設の維持管理に充てる割
り当て額が、必要な清掃作業実施の阻害要因となってい
る面が一部あるため、現行割り当て額を増大させることが
望ましい。
教訓としては、計画時において、より詳細に清掃計画・
体制や清掃実績を確認し、必要な対応や体制整備を先方
政府がとるよう、事前に十分働きかけておくことの重要性
が指摘される。

本事業では域内の排水が改善されることによって、浸水
時に生じていた交通渋滞および浸水による経済損失を軽
減させるインパクトの発現が期待されていた。本事業が計
画された当時には、対象地での浸水時間は半日もしくは
それ以上に及び、地域の官庁や企業への通勤者は欠勤や、
もしくは大渋滞での通勤を余儀なくされていたが、現在で
は1－2 時間程度で浸水は収まるため、当時のような交
通渋滞は大きく緩和された状況にある。また、商店街に
おいても、当時は浸水による商品損失がかなり見られたが、
これらも現在では軽減されている。
また、本事業の対象地は官庁や企業が集まる場所であ
るとともに、トンレサップ川に面した観光地としての顔も

持っている。受益者調査の結果によれば、本事業の実施
によって、浸水被害は軽減され、観光客の増加に寄与し
たと認識している声も数多く聞かれた。このような観光
客の増加は、間接的には商店街の売り上げ増加にも少な
からず貢献したといえるであろう。加えて、本事業に並行
してトンレサップ川沿いの緑地帯整備も行われており、ト
ンレサップ川の景観が良くなったと認識する回答も多く見
られた。
このように、本事業は渋滞緩和や商業関係者への経済
効果、更には観光客の増大にも寄与しており、インフラ整
備を起点に多様なインパクトを発現させた事業といえる。

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント：浸水被害の軽減による渋滞緩和および経済的効果

排水効果を持続的に発現させるためには、適正な清掃計
画に基づいた排水管の清掃活動が求められるが、現在プノン
ペン市排水・下水課（DSD）所属の清掃人はその広範な管
轄範囲に比して少ない状況にある。また、現時点においては
適正な清掃計画策定の能力について能力向上の途上にある。
維持管理予算は一定程度確保されているが、やや不足した
状況にある。以上から、持続性は中程度である。

◦ 持続性
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事業費は計画内に収まっており、維持管理用道路の建設など計画以上のアウトプッ
トも発現しているものの、事業期間が計画を大幅に上回ったため、効率性は中程度で
ある。事業期間の延長は、用地取得や移転に時間を要したことが主な原因であった。

排水路の運営・維持管理に関し、デヒワラ・マウントラビニア市役所とスリランカ土
地開発公社の管理体制や運営・維持管理状況については概ね良好であるものの、モラ
トワ市役所の管理体制や運営・維持管理状況については課題があり、また排水の水質
に関しても懸念が残るため、本事業によって発現した効果の持続性は中程度と判断する。

◦ 効率性

◦ 持続性

ルナワ湖周辺生活環境改善事業
先行事業の教訓を生かし、生活環境の改善に貢献
外部評価者：（株）かいはつマネジメント・コンサルティング　田村	智子

事業の概要 事業の目的
■	承諾額／実行額：
	 69 億 600 万円	/	63 億 3,900 万円
■	借款契約調印：2001年12月
■	借款契約条件：	
金利1.7％、返済 30 年（うち据置10 年）

	 ［コンサルティング部分は、金利 0.75%、
返済 40 年（うち据置10 年）］

■	貸付完了：2010 年 4月
■	実施機関：上下水道省

洪水被害が深刻なルナワ湖周辺地域の衛生状態および生活環境の改善
に寄与する。

対象地域における浸水被害の軽減を図る。

対象地域の排水路の整備や貧困層居住地域の生活環境改善策等を行う。

上位目標

プロジェクト目標

成果

本事業は、コロンボ市の中心から南約15kmに位置するルナワ湖周辺地域を対象
に、洪水被害の軽減と生活環境の改善を目的として、排水路の整備や、貧困層住居地
域の生活環境改善策などを実施した。
対象地域は海抜が低く、排水路が未整備なため事業実施前は頻繁に洪水が発生し、
社会経済生活に深刻な影響があった。受益者調査の結果によると、事業完了後、対
象地域では、浸水世帯数、浸水頻度、浸水時間、浸水深のいずれも顕著に軽減して
おり、本事業による洪水被害は想定どおり軽減したことが確認された。本事業の洪
水制御効果が高まったのは、先行事業の教訓を生かし、主・副排水路の整備のみで
なく、居住地域内の小規模排水路や側溝の整備も実施したこと、対象地域の市役所
の廃棄物処理の改善や、排水路へのゴミ投棄防止のための啓発活動を実施したこと
が背景にある。
また、本事業の一環として、事業対象地域内の低所得者層居住区を対象に、排水・
雨水路建設、下水システム導入、道路などが実施された。調査の結果、本事業の実施
により、対象地域の景観や廃棄物・排水処理、汚臭など衛生環境の改善、および雨
期の通行や交通など生活環境の改善が確認された。
以上より、概ね計画どおりの効果発現が見られることから、本事業の有効性・イン
パクトは高い。

本事業は、都市部の洪水対策および環境衛生改善を重点課題とするスリランカの
開発政策や、日本の援助政策と整合性がある。また、対象地域では、洪水が頻繁に
発生しており、地域住民の社会経済生活に深刻な影響を与えていたことから、洪水対
策のニーズが高かった。よって、本事業の妥当性は高い。

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

◦ 妥当性

事業実施前の排水路（2002 年撮影）

事業実施後の排水路

円借款

スリランカ

アジア

レーティング
有効性・インパクト ③

総合評価

B
妥当性 ③

効率性 ②

持続性 ②



出所：事後評価時アンケート調査

＜事業前と事業後の家屋の浸水の有無＞

＜事業実施前後の家屋の浸水時間＞

＜事業実施前後の家屋の浸水回数（回 /年）＞

＜事業実施前後の家屋の浸水深＞
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以上より、本事業の評価は高いといえる。
提言としては、運営・維持管理機関のひとつであるモラ
トワ市役所が、排水路の運営・維持管理にかかる適切な
人員を確保・配置し、運営・維持管理計画の策定と計画
に沿った作業の実施およびモニタリングを早急に実施する
こと、実施機関である上下水道省が、排水路の運営・維
持管理のモニタリングと指導ができるよう適切な体制を構
築するとともに、排水路の水質改善にさらに積極的に取
り組むことなどが指摘された。
教訓としては、事業の実施機関と運営・維持管理機関

が異なる場合には、運営・維持管理機関を事業計画や実
施に巻き込むことが、運営・維持管理責任の円滑な移管
のために重要であることが挙げられる。また、本事業では
前述のように、主・副排水路の整備に加え、居住地域内
の小規模排水路や側溝の整備、ゴミ投棄防止の啓発活動、
廃棄物処理改善などを実施することにより高い洪水制御
効果が発現した。このようなことから、洪水制御事業では、
主・副排水路の整備のみでなく、関連事業の総合的な実
施により洪水制御効果を高めることの重要性も教訓として
挙げられた。

当事業の先行事業「大コロンボ圏水辺環境改善事業 II」
の事業実施機関と運営・維持管理関は異なる組織であっ
た。同事業では事業完了後に排水路の運営・維持管理責
任の移行が順調に進まず、事後評価時には、運営・維持
管理の責任の所在があいまいな状態であった。これは、
運営・維持管理機関が事業の実施に関与しておらず、事業
で整備された排水路へのオーナーシップを有していなかっ
たことが一因と考えられた。
本事業では、実施機関は上下水道省であり、事業で整
備された排水路の運営・維持管理機関は対象地域の2 つ
の市役所である。本事業では上述の教訓を受け、2 つの
市役所を、事業の計画策定段階から関与させ、実施時に
も排水路の工事を一部市役所に委託するなどして、排水
路の運営・維持管理のオーナーシップの醸成に努めた結

果、事業完了後の運営・維持管理責任の移譲が円滑に行
われた。現在、運営・維持管理状況に課題は残るものの、
各市役所は運営・維持管理の担当を明確に認識しており、
責任分担に問題はない。このことから、事業の実施機関
と運営・維持管理機関が異なる場合には、運営・維持管
理機関を事業計画や実施に巻き込むことが、運営・維持
管理責任の円滑な移管のために重要であるといえる。
なお、住民移転では、スリランカ政府の新たな補償政
策を採用し、移転地整備への住民参加や情報センター
での相談受付などのプロセスを通して、実施機関が真摯
に対応した結果、住民の満足度が高まった。このような
参加型のプロセスには実施機関の能力の確保が必要と
考えられる。

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント：計画時からの維持管理機関の関与
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河南省大気環境改善事業
深刻化する大気汚染問題へのチャレンジ～石炭から天然ガスへの転換～
外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社　岸野　優子、早瀬　史麻

事業の概要 事業の目的
■	承諾額／実行額：
	 192 億 9,500 万円／191億 7,400 万円
■	借款契約調印：2003 年 3月
■	借款契約条件：	
金利 0.75％、返済 40 年（うち据置10 年）

■	貸付完了：2010 年 7月
■	実施機関：河南省人民政府

河南省の大気環境の改善に寄与する。

河南省の5市（焦作市、漯河市、平頂山市、信陽市、駐馬店市）において、
石炭等の燃料の天然ガスへの転換を図る。

河南省の上記 5市において、天然ガス供給設備を整備する。

上位目標

プロジェクト目標

成果

本事業は、中国西部新疆ウイグル自治区から上海までの天然ガスメインパイプライ
ンを建設する国家事業「西気東輸」に合わせ実施されたものである。メインパイプラ
インの途中に位置する河南省の5市に天然ガス供給設備を整備し、石炭をクリーン・
エネルギーである天然ガスへ転換して深刻化する大気汚染を改善することを目的とし
た。初期段階では西気東輸の天然ガス供給不足の影響を受け、事業効果は限定的で
あったが、2007年の「天然ガス利用政策」によって民生部門への天然ガス供給が優
先され、家庭への普及は比較的進んだ。他方、工業部門への供給が制限されたこと
によって同部門での天然ガス転換が伸び悩み、結果として事業全体の効果を引き下げ
ることになった。2008 年には西気東輸の第二線が開通し、液化天然ガス（LNG）や
メタンガスといった供給源も確保された。天然ガス供給不足は徐々に解消され、天然
ガスへの転換が進んでいる。
結果、4市※1	全体では汚染物質削減量の達成度は 53％（SO248%、NOx53%、
TSP59%）となった。人口増加、経済発展による一次エネルギー需要の増加による
石炭使用量の増加や車両保有台数の増加の影響もあり、河南省の大気環境に明らか
な改善は見られないものの、本事業による汚染物質削減への貢献は認められる。
上記から、本事業の有効性・インパクトは中程度と判断される。

急速な経済成長が進む中国において、大気汚染は深刻な課題であり、大気環境改
善は国家政策、環境とエネルギーのセクター施策、また河南省においても優先課題で
ある。本事業は、国家プロジェクトの西気東輸の供給開始に合わせ、各市内の天然ガ
ス供給施設を整備し、大気環境の改善を図るもので、事業の妥当性は高い。

漯河市の事業は中国側の辞退により中止されたが、他 4市の天然ガス供給施設は
ほぼ計画どおりに建設された。物価上昇の影響を受けたものの、ガス貯蔵の新技術
を導入して事業費をほぼ計画内に収めることができた。一方、都市計画に伴う変更
手続きや事業実施にかかる許可取得に時間を要し、事業期間は計画を超過したため、
効率性は中程度である。

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

◦ 妥当性

◦ 効率性

パイプラインとガス圧等の調節をする	
計器類（焦作市）

メインパイプラインから天然ガスの供給を
受けるゲートステーション（駐馬店市）

円借款

中国

アジア

レーティング
有効性・インパクト ②

総合評価

B
妥当性 ③

効率性 ②

持続性 ③※1　5市のうち、1市が中止となった。



＜サブプロジェクト（4市）による河南省の
大気環境汚染物質排出量への貢献割合＞

＜天然ガスの供給フロー＞

2008 年 2009 年 2010 年 2011年

SO2 0.69% 0.91% 1.32% 1.99%

NOx 0.21% 0.26% 0.37% 0.46%

TSP 0.49% 0.70% 1.23% 2.55%

出所：実施機関
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第 2 部　評価結果概要

以上より、本事業の評価は高いといえる。
教訓として、本事業のように開発計画やエネルギー政策
に大きく左右されるような事業を実施する場合には、政
府が時宜を合わせて、安定供給への取り組み、転換促進
に向けた強制措置および優遇措置等の政策を適切にとっ
ていくことが不可欠であることが挙げられる。
天然ガスの普及が全国的に進む中、国内生産量が需要
に追いつかず、供給制限を受けた一方で、国家政策によ

り各市政府が取り組んだ大気環境汚染物質の排出制限と
違反企業への罰則といった強制措置、さらに天然ガス転
換への奨励金といった優遇措置が、天然ガス転換を進め
る上で追い風となった。また、各市の事業者は、西気東
輸パイプライン以外のパイプラインや炭層ガス等の非従
来型天然ガス等への拡大を検討している。事業者は安定
的な供給に向けた取り組みを行うとともに、天然ガスの効
率的な利用促進にかかる支援が望まれる。

西気東輸に合わせて計画された本事業は、天然ガス供
給網の中でいわば中継設備の建設にあたる。事業設備が
有効に活用されるには、西気東輸パイプライン建設とそこ
からの天然ガスの供給が必須条件であった。西気東輸か
ら供給が始まった 2004 年から2 年間は、大都市が優先
され、河南省への供給は制限された。その後、国内の生
産量を補完するために液化天然ガスの輸入や西気東輸第
二線からの供給が開始され、2011年には河南省でも安定
した供給が受けられるようになった。それまでは、供給量
の上限に合わせて、天然ガス転換を制限しながら事業を進
めなければならず、制限による計画のずれが目標達成に影
響した。「天然ガス利用政策」により、天然ガスの使用優

先順位が設定され、計画時に期待されていた火力発電所
での燃料転換が実現されなかった等、政策が本事業の有
効性に直接的な影響を及ぼした。
このように、国家政策により事業効果の発現が大きく左
右されてきた。今後は、政府による新パイプラインの建設、
天然ガスの種類拡大、利用制限の緩和、優遇・強制措置
の適用により、その効果が増進されることが期待される。
河南省では一次エネルギー需要は増え続け、大規模工
場や火力発電所で安価な石炭の消費量が増加しているの
も事実である。自動車も急増している。大気に影響を及ぼ
す要因は依然として多く、大気環境改善へはまだ道半ばで
ある。

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント：様々な課題の中での大気環境改善の取り組み

ガス供給施設の運営・維持管理の状況に特に問題はなく、組織面や技術面も整備されている。各市で運営をしているガス会
社の財務状況は良好で、料金の徴収体制も整えられ、徴収率もほぼ100％である。天然ガス販売価格は政府による統制価格
であるため採算性に不確定な要素は残るが、現状において持続性は高いといえる。

◦ 持続性



円借款
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事後評価

第2マクタン橋（II) 
及びメトロセブ道路整備事業
セブ市内と国際空港を結ぶ橋梁および海岸道路の建設により地域の発展に貢献
外部評価者：三州技術コンサルタント株式会社　川畑　安弘

事業の概要 事業の目的
■	承諾額／実行額：
	 65 億 9,300 万円	/	63 億 4,000 万円
■	借款契約調印：1997年 3月
■	借款契約条件：	
金利 2.70％、返済 30 年（うち据置10 年）

	 ［コンサルティング部分は、金利 2.30％、	
返済 30 年（うち据置10 年）］

■	貸付完了（円借款）：2004 年 6月
■	実施機関：公共事業道路省 (DPWH)

メトロセブ地域経済の発展に寄与する。

セブ‐マクタン島（セブ国際空港側）間の交通の安全性・効率
性を改善、およびメトロセブ都心の交通混雑緩和を図る。

セブ‐マクタン島間を結ぶ第 2マクタン橋を建設するともに第1
マクタン橋を改修する。さらに海岸道路タリサイ区間を建設する。

上位目標

プロジェクト目標

成果

本事業ではセブ市内と空港のあるマクタン島を結ぶ第1マクタン橋改修、第 2マク
タン橋の建設および市内渋滞緩和のためのセブ南海岸道路（タリサイ区間）を建設す
ることにより、交通の安全性・効率性を改善しメトロセブ都心の交通混雑緩和を図る
ことを目指していた。なお、第1マクタン橋改修は本事業対象外となった。第 2マク
タン橋については、2012 年の交通量測定結果によるとセブ側アプローチ道路の交通
量は11,400 台 /日（16,000 台 /日、2輪車含む）であり、対計画比約 40％程度と	
なっている。一方、セブ南海岸道路（タリサイ区間）の 2011年の交通量は 21,300
台 /日であり、ピーク時には、渋滞が生じている状況にある。既存国道であるセブ南
道路も同じく交通容量に達する交通量を記録しており、仮にセブ南海岸道路（タリサ
イ区間）がない場合、セブ南道路では一日中、大渋滞が発生したと思われる。
本事業で整備された第 2マクタン橋は大型車通行可能な唯一の橋梁ではあるが、
その交通量は計画値よりも少なく、セブ本島‐マクタン島間交通の安全性・効率性の
改善に関して、効果の発現は計画と比して限定的であった。一方、セブ南海岸道路（タ
リサイ区間）の交通量はピーク時には渋滞が発生する程、利用されていることから、
概ね計画どおりの効果の発現が見られる。以上より、本事業の実施により、一定の効
果の発現が見られ、有効性・インパクトは中程度である。

第 2マクタン橋は、現在、第1マクタン橋 (1973 年完成 )の通行が 6 輪未満の車
輪を有する車両に制限されていることもあり、極めて重要な橋梁となっている。
セブ南海岸道路（タリサイ区間）は交通混雑の激しい既存のセブ南部道路の交通を
一部、同道路に迂回させることでセブ中心部の交通混雑緩和に貢献している。本事業
はフィリピンにおける開発政策および日本の援助政策と整合しており、開発ニーズも
高いことから、妥当性は高い。

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

◦ 妥当性

第2マクタン橋マクタン島側左折車向ランプ

セブ南海岸道路　タリサイ区間

フィリピン

アジア

レーティング
有効性・インパクト ②

総合評価

C
妥当性 ③

効率性 ②

持続性 ②



＜セブ南海岸道路（タリサイ区間）年平均日交通量＞

＜第2および第1マクタン橋　年平均日交通量＞

＜セブ南道路（既存国道）年平均日交通量＞

年平均日交通量	
（台 /日）

実測値

2007 2008 2009 2010 2011 2012

第 2マクタン橋 — — — — —
11,400
	(16,000)

第1マクタン橋
19,600
(25,900)

23,400
(33,200)

23,942
(33,700)

22,600
(32,000)

— —

出所：公共事業道路省第 7地域事務所
注1	 （　）内数字は 2輪車を含む交通量。
注 2	 第 2マクタン橋の交通量は 2012 年1月4日（水）6：00	–	17:00	(11時間 )で実測した数字を昼間交通量 60%と仮定し、一日の交通量に換算してある。

出所：公共事業道路省第 7地域事務所
注1	 観測地点：タリサイ道路のRafael	Rabaya	-	San	Roque	Road 間。
注 2	（　）内数字は 2輪車を含む交通量。

出所：公共事業道路省	
注1　観測地点：Lawaan	I	周辺。
注 2	 数字は 2輪車を含む。

年平均日交通量 (台 /日 )
2010 2011

20,300
(29,100)

21,300
(30,400)

年平均日交通量 (台 /日 )
2010 2011 2012

38,552 38,340 40,412

33

第 2 部　評価結果概要

以上より、本事業は一部課題があると評価される。
交通量の定期的観測（毎年決められた時期、場所）の
実施を提言する。交通量のデータは毎年 / 将来の維持管
理作業の策定・計画および将来の道路整備計画策定に欠
くことのできない基礎データであるため、維持管理担当部

局が観測、分析、データの保管を担当することが望ましい。
教訓としては、計画段階から取付け道路と交差する一
般道路との交差を立体交差にする等、橋梁区間と接続 /
交差する道路の交通容量との整合および道路ネットワーク
を十分考慮した道路計画を実施する必要がある。

本事業の主要目的の一つは、セブ‐マクタン島間の交
通の安全性・効率性を改善することであり、そのために第
2マクタン橋が建設された。しかしながら、上述のとおり、
同橋完成後の交通量は約16,000 台 /日であり、予測交
通量の 40% 程度に留まっている。一方、既存の第1マク
タン橋の交通量は 32,000-34,000 台 /日であり、ほぼ
交通容量に達している状態である。
この理由としては、まず、第1マクタン橋が、セブ市側
およびマクタン島側のラプラプ市において、いずれもその
接続部が市中心部に近いことが挙げられる。もう一つの
理由としては、第 2マクタン橋建設における橋梁区間 (分

離 4 車線）の交通容量は本事業により増強されているが、
セブ市側の接続一般道路区間での容量不足がボトルネッ
クになっていることも一因と考えられる。
これらのことから、橋梁区間のみならず隣接する部分の
容量確保の観点を踏まえ、接続道路と交差する一般道路
との交差点の立体化、橋梁区間と接続 / 交差する一般道
路の交通容量とのバランス、さらに接続道路と既存道路
網との接続を含む市内全域の道路ネットワーク等も十分
考慮した広域的および全体的な道路計画の重要性が再認
識された。

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント：全体を俯瞰した交通ネットワーク計画の重要性

第 2 マクタン橋建設の計画事業実施期間は 30ヶ月、
実績も30ヶ月であり、計画どおり、1999 年 8月に開通し
ている。一方、セブ南海岸道路（タリサイ区間）については、
計画の38ヶ月に対して、調達および工事着工の遅れ等の理
由で、実績は 87ヶ月となり、計画を大幅に上回った（対計
画比 228％）。
事業費は計画内に収まっているが、事業期間が計画を大
幅に上回ったため、効率性は中程度である。

第 2マクタン橋に関しての維持管理は、1999 年の完成
から10 年以上経過した 2013 年 2月に正式に公共事業道
路省に移管されたばかりであり、適切に維持管理を実施で
きるかは不透明な状況である。したがって、本事業によって
発現した効果の持続性は中程度である。

◦ 効率性 ◦ 持続性
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事後評価

アスンシオン大学病院移転 
及び整備計画
大学病院における医療サービスと医療教育研究の両立に向けて
外部評価者：株式会社グローバル・グループ２１ジャパン　薗田　元

事業の概要 事業の目的
■	交換公文限度額／供与額：
　	（I）13 億 7,000 万円、（II）4 億 1,900
万円（合計17億 8,900 万円）／

　	（I）12億 2,800 万円、（II）4 億 1,200
万円（合計16 億 4,000 万円）

■	交換公文締結：
　	（I）2006 年 6月、（II）2007年 8月
■	事業完了：2009 年 2月
■	実施機関：国立アスンシオン大学

パラグアイにおける高次医療サービスの改善ならびに専門医師養成の促進。

国立アスンシオン大学サン・ロレンソ・キャンパスに病院施設および医療機
材の整備を行うことにより、国立アスンシオン大学病院の移転を実現し、保
健医療サービスの量的・質的向上ならびに同大学医学部の研究教育活動の
拡充を図る。

国立アスンシオン大学サン・ロレンソ・キャンパス（新キャンパス）における
病院施設の建設および医療機材の整備。

上位目標

プロジェクト目標

成果

国立アスンシオン大学病院（以下「ア大病院」）は旧市街の奥にあり、施設は老朽化
し、度重なる増改築による動線の混乱、医療機材の未整備、病床の不足等が問題であっ
た。本事業により同病院の新キャンパスへの移転が実現し、立地改善により患者は急
増した。各種機能の分離と集中化により診療効率と患者の入院環境が改善された。他
方、患者数は計画時の想定を大きく超えて増加し、診療能力は既に限界で、増改築が
必要とされている。このため検査に時間がかかる、合理的に計画された施設レイアウ
トが改変されるなど、事業効果が一部損なわれた。
建築施設と医療機器の整備は医療サービスの質を高め、適切な環境で最新の機器を
用いた医療を学べるなど教育研究の質は向上したが、医学部の移転が実現しておらず、
医療教育研究施設の改善は十分とはいえない。患者の増加により学生・研修医に多く
の症例を提供できる一方、医師が多忙のため、学生・研修医を含めた症例検討・各種
実習や経験を積んだ医師とのコミュニケーションに十分な時間が取れない等、教育の
機会が損なわれている。また、本病院は少ない費用負担で高度な医療を提供し、便益
は全国に及ぶが、レファラル・システム※1が適切に機能していないため、同病院の持
つ高度な診療能力は十分生かされていない。
以上より、本事業の有効性・インパクトは中程度である。

老朽化したア大病院の新キャンパスへの移転は1996 年に決定したものの、移転は
部分的なものにとどまり、これを完了させることは喫緊の課題であった。移転先の診
療ニーズに比べ施設規模が小さかった面があるが、事業の必要性・緊急性は高く、パ
ラグアイの開発政策および日本の援助政策とも合致し、妥当性は高い。

パラグアイ側の予算措置が不十分であったため、パラグアイ負担工事である病棟施
設の建設が大幅に遅れたほか、医学部本棟の建設は事後評価時点でも実現していな
い。病院の全面移転までには計画の 2倍以上の時間がかかった。事業費はほぼ計画
内に収まったが、事業期間が計画を大幅に上回ったため、効率性は中程度である。

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

◦ 妥当性

◦ 効率性

ICU 病室および実習生

事業完成後に拡張された救急部門の病室

無償資金協力

パラグアイ

中南米

レーティング
有効性・インパクト ②

総合評価

C
妥当性 ③

効率性 ②

持続性 ②
※1　レファラル・システムとは、「病院連携」と呼ばれ、1次医療施設等の下位医療施設で対応しきれない
患者を2 次・3次レベルの上位医療施設へ紹介・搬送するシステムを指す。



＜アスンシオン大学病院の一般外来数
（2000～2013 年）	＞

＜アスンシオン大学病院の救急外来件数
（2000～2013 年）	＞

＜アスンシオン大学病院の手術件数
（2000～2013 年）	＞
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＜租税収入の推移＞

小児科・産婦人科（事業対象外）
その他の診療科：旧キャンパス
その他の診療科：新キャンパス

基本設計による基準値（5,211 件／年）
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建築施設と一般的な設備の運営維持管理は概ね適切であ
るが、運営維持管理の財源確保に不安があるほか、調達さ
れた電子医療機材の運営維持管理には体制面・技術面の課
題がある。主要な医療機材の一部は十分な機能を発揮でき
ておらず、持続性は中程度である。

◦ 持続性

出所：実施機関 出所：実施機関

出所：実施機関
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第 2 部　評価結果概要

以上より、本事業は一部課題があるといえる。
国立アスンシオン大学に対しては、施設の継続的な改
善と整備、運営維持管理のための適切な人材配置および
必要な予算の確保・執行、病院運営の改善、実施中のカ
リキュラム改革プロジェクトの成果を踏まえた教育の改善、
診療管理総合情報システムの着実な実現、医学部本棟建
設のための財源確保と移転の早期実現が提言された。公
衆保健社会福祉省に対しては、レファラル・システムを十
分に機能させること、同省が運営する下位医療機関の診
療能力を向上させる努力を継続することが提言された。

本事業の教訓として、	①国民全般にサービスを提供する
施設の移転を計画する時は、立地条件の変化やサービス
利用者の動向を考慮しつつ、施設に対する需要について
可能な限り正確な将来予測を行う必要があること、②大
学病院においては受け入れる患者の疾病の重篤度および
受入数を適切なレベルにコントロールすることが重要であ
り、そのためには、有効なレファラル・システムを構築す
るとともに、下位の医療機関が十分な診療能力を持つこ
とが挙げられる。

大学病院は一般的に、①高度医療を必要とする患者に
適切な医療サービスを提供する、②質の高い医療教育研
究を実施する、という二つの役割があると考えられる。本
事業の目的もこの二つを支援することであった。しかし、
本事業では病院の移転後に、計画では想定されていなかっ
た患者数の急増のため、診療能力が追い付かず、効率的
な診療ができない、医師が多忙のため研修医や学生に対
する十分な指導が行えない等、事業効果が一部損なわれ
ていた。
本事業で患者数が想定を超えて増加した理由は、施設
規模の決定において立地の改善を考慮した患者数の増加
を十分考慮しなかったこと、レファラル・システムが適切

に機能せず、大学病院であっても患者を適切に制限できな
いことであった。
したがって、今後JICA が類似の支援を行う際には、実
施機関側が実施した診療ニーズ予測を精査し、立地条件
の変化やレファラル・システムの機能状況が適切に考慮さ
れていることを確認するとともに、必要に応じて追加的
な調査を行い、予測の精度を確保することが重要である。
さらに、予測された診療ニーズに応じた適切な施設規模
を計画すること、および医療サービスの提供と医療教育
研究という二つの目的の両立に向けて、レファラル・シス
テムの整備についての協力可能性を探ることが不可欠と考
えられる。

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント：大学病院施設整備協力支援を行う上での留意点
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事後評価

ギニア国家経済社会開発計画の中で、水資源開発は国家の経済発展、地方活性化
並びに貧困削減の礎として重要視されている。本事業は、地方農村部における給水施
設整備に関する開発ニーズおよび基礎的社会・経済インフラの整備を通じた支援の実
施を目指す日本の援助政策にも合致している。よって、本事業の妥当性は高い。

◦ 妥当性

本事業では、事業期間については計画どおり36か月で実施された。一方、事業費
は計画内となったものの（計画比 94%）、アウトプットの減少があった。したがって、
効率性は中程度である。

◦ 効率性

中部ギニア農村飲料水供給計画
水因性疾病の減少および生活時間の有効利用にも貢献
外部評価者：ビンコーインターナショナル株式会社　中村　祐美子

事業の概要 事業の目的
■	交換公文限度額／供与額：	
10 億 7,300 万円／10 億 6,900 万円

■	交換公文締結：
	 第1期：2004 年 6月
	 第 2 期：2005 年 6月
■	事業完了：
	 2007年 6月28日
■	実施機関：水利エネルギー省国家水源整
備局（SNAPE）

1.	プロジェクト対象地域住民の衛生環境が改善される。
2.	対象地域における生活時間の有効利用の機会が増加する。

プロジェクト対象地域において、給水施設を整備することにより、安全で安
定した飲料水にアクセス可能な人口が増加する。

1.	人力ポンプ付き深井戸給水施設及び管路系給水施設が建設される。
2.	対象村落レベルで住民参加型の運営維持管理体制が構築される。
3.	給水施設の操業、維持管理に必要な技術力を有する人材（巡回修理工、
水管理委員会修理担当、管路系給水施設の操業要員）が配置される。

4.	行政側のモニタリング&評価（M&E）システムが改善される。

上位目標

プロジェクト目標

成果

ギニアでは、安全な飲料水を安定供給する給水施設などのインフラ整備の遅れから、
地方住民の多くが雨水や手掘り浅井戸、河川等の汚染の可能性の高い水を飲料水とし
て利用していた。こうした不衛生な生活環境は、下痢やコレラ等の水因性疾病蔓延の
一因となっており、給水施設の整備による生活環境改善が喫緊の課題となっていた。
そのような状況を改善するため、本事業では中部ギニア地域 3県※1	において173
の足踏みポンプ付深井戸給水施設と1つの管路系給水施設の建設を行った。その結
果、新たに約 53,000人が安全で安定した飲料水にアクセスできるようになり、目標
値57,200人の 94%を達成した。
本評価で調査対象となった169 村落では、給水施設の建設により日常的に使用す
る水源が非衛生的な水源の利用から安全性の高い水源の利用へとシフトし、事業実施
前と比べて水因性疾病の罹患率が大きく減少している。また、近場に水源が確保され
たことで水汲み労働が軽減され、かつて水汲み労働に費やしていた時間の多くが農作
業やパームヤシ油の精製、家屋の建設等に使われるなど生活時間の有効利用の機会も
増加した。この他に、家畜の健康改善、野菜や果物の収穫量の増加、家屋建築数増
加等の副次的効果も認められた。
以上より、本事業の実施により十分な効果発現がみられ、有効性・インパクトは高い。

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

除鉄装置付き足踏みポンプ付き深井戸給水設

管路系給水施設の給水タンク

※1　本事業の対象地域は、中部ギニアのガウアル県、クンダラ県、マリ県の 3県である。

無償資金協力

ギニア

アフリカ

レーティング
有効性・インパクト ③

総合評価

B
妥当性 ③

効率性 ②

持続性 ②



＜事業前・後の主な水源（複数回答有）＞

＜本事業による新規給水人口及び施設稼働率＞

＜水利用状況	＞
足踏みポンプ付き深井戸

給水施設
管路系給水施設

事業前
（2003）

事業後
（2013）

事業前
（2003）

事業後
（2013）

水利用量	
（ℓ/人 /日）

9.7
乾期：23.9

13.4 25
雨期：12.4

水汲回数	
（回 /日）

3.6
乾期：	4.1

3.2 1
雨期：	2.0

水汲時間	
（分/片道）

22.3 7.6 13.2 3

出所：事後評価調査結果

目標値 実績値（事後評価時）
建設数 給水人口 建設数 稼働数 / 調査数 稼働率 給水人口

足踏みポンプ付き深井戸給水施設
クンダラ県 55 16,500 55 53／54 98% 15,900
ガウアル県 58 17,400 58 53／57 93% 15,900
マリ県 71 21,300 60 57／60 95% 17,100
小計 184 55,200 173 163／171 95% 48,900
管路系給水施設
マリ県 1 2,000 1 1/1 100% 3,856
合計 - 57,200 - - - 52,756

出所：目標値：基本設計調査報告書、事後評価時：事後評価調査結果

事業前 事業後

深井戸（本事業）
深井戸（その他）

浅井戸

公共浅井戸

小川・川

湧水

ダム

雨水

その他

0 200 400 600 800 1000 1200

出所：受益者調査

37

第 2 部　評価結果概要

給水施設の稼働率は 3県平均 95%となっているが、事
業効果を持続させるための行政の給水施設のモニタリング実
施体制、技術および財務、また水管理委員会（CPE）の保

守点検技術や財務状況に軽度な問題が認められた。よって、
本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

以上より、本事業の評価は高いといえる。
本事業では、サイト選定に先立ち実施された綿密なニー
ズ調査や事業期間中の運営・維持管理に向けた取組み	
（「評価のポイント」参照）が、施設の稼働状況維持に貢
献したと考えられる。よって、今後類似の事業を計画・実
施する場合には、住民ニーズの的確な把握および事業実
施の早い段階から意思決定過程へ住民の参画を促してい
くことが肝要である。また、適時の部品入手の困難が予
想される地域においては、施設の稼働状況を維持する一
手段として部品の事前調達を検討していくべきである。こ

の他、技術者による巡回点検の実施促進や事業期間中に
実施する事業成果のモニタリング体制の整備の重要性な
どが教訓として挙げられた。
実施機関への提言としては、①既存施設の運営・維持
管理に係るフォローアップを効果的に進めていくための施
設の稼働データの更新の徹底、②施設モニタリングおよび
フォローアップ活動をより一層強化していくための担当者の
配置、モニタリング活動における行政の役割や手法の周知、
費用の予算化、③巡回修理工によるモニタリング体制の見
直し、④ CPEの技術力強化等が挙げられた。

本事業対象3県での施設稼働率は平均 95％となって
いるが、この背景には、事業前から完了後に掛けた数々
の取り組みが挙げられる。事業実施前には住民の水への
ニーズや施設の維持管理に関する意識などについての綿
密な調査を行い、これらのニーズや意識が高いサイトを
優先的に対象として選定した。また、事業実施中には住
民主導によるCPEの設立や水利費の設定を行った他、
CPEによる日常点検や清掃の実施を促すなど、早い段階
から住民の意見や要望に即した形での主体的な維持管理
体制構築の取り組みを促進してきた。その他には、部品
調達網が整備されているポンプの選定、代理店での部品
調達の周知、部品購入の義務付けなどの部品調達体制の

整備も特記に値する。また、事業完了後の取り組みとして
は、各郡に配置された巡回修理工とCPEの連携の下で
の継続的な点検・修理の実施が挙げられる。
事後評価調査では、施設の維持管理に影響を与える要
因を詳細に検証するために、149 村落において無作為に
抽出した1,039 世帯を対象に調査を実施し、収集デー
タを基に重回帰分析を行った。その結果、上記のとおり
CPE 活動に対する世帯の積極的関与や部品調達の容易
さ、巡回修理工の配置と訪問回数が維持管理にプラスの
影響を与えていることが定量的にも示された他、競合する
代替水源の有無や CPEの修理担当者の有無等も施設の
稼働率に影響を与えることが明らかになった。

◦ 持続性

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント： 施設の維持管理に向けた取り組み 
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事後評価

北西部養殖振興計画

小規模養殖家向けウシエビ（通称ブラックタイガー）養殖の振興
外部評価者：Value	Frontier 株式会社　石森康一郎

事業の概要 事業の目的
■	協力金額（日本側）：9 億1,710 万円		
■	協力期間：	
1998 年 4月〜2006 年 5月

■	相手国関係機関：エビ養殖開発セン
ター（Centre	de	Développement	de	
Culture	de	Crevette:	CDCC）

■	専門家派遣人数：長期：	7人、短期：	18人
■	研修員受入人数：本邦：	11人
■	主要供与機材：飼料製造器、冷蔵庫、	
各種計測器等

マダガスカル北西部において小規模エビ養殖家による持続可能な小規模エビ
養殖が振興される。

CDCCにおいて地域環境や条件に配慮した技術開発能力が強化される。

１.	種苗生産技術が改善される。
２.	CDCC 職員が種苗生産を効率的に行えるようになる。
３.	地域に適した小規模エビ養殖方式が明らかにされる。
４.	CDCC 職員がエビ養殖技術を普及できるようになる。
５.	CDCCのマネージメントが改善される。
６.	小規模エビ養殖のための池管理体制が確立され、飼料開発及び防疫体制
が改善される。

上位目標

プロジェクト目標

成果

本プロジェクトの実施により、CDCC（現CDA）の技術レベルは向上し、飼育日数
150日以内、収穫時平均体重 25g 以上、生存率 55% 以上、増肉係数※1	2.5 以下
のウシエビの開発というプロジェクト目標に対し、飼育日数112日、収穫時平均体重
25.4g、生存率 97%、増肉係数 0.74 のウシエビの開発に成功した。よって、本プロ
ジェクトは小規模養殖家向けの養殖技術の開発に成功したと言える。しかしながら、
ウシエビの国際価格の低迷※2	を受け、養殖を行っていた既存の小規模養殖家はすべ
て市場から撤退し、また本プロジェクトおよびマダガスカル政府ともに養殖に係る積
極的な普及・振興を行うことが困難となった結果、新規に参入した小規模養殖家もなく、
ウシエビ養殖を行う小規模養殖家および養殖池面積はゼロとなっており、本プロジェ
クトが狙っていたインパクトは発現していない。よって、小規模エビ養殖家およびエビ
養殖池面積が2003 年に比し増加するという目標は達成されておらず、有効性・イン
パクトは低いと判断される。

本プロジェクトは、エビを含む養殖魚の増産を掲げるマダガスカルの開発政策およ
び日本の援助政策と合致していた。プロジェクト開始時には、複数の養殖家が新規参
入を図る等、開発ニーズにおいても合致していたものの、ウシエビの国際価格の低迷
を受け、小規模養殖家は市場から撤退し、プロジェクト完了時には開発ニーズとは合
致しない部分があったことから、妥当性は中程度である。

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

◦ 妥当性

養殖池

稚エビ養殖用の水槽

※1　養殖の効率性を示す指標。魚（本件ではエビ）を1kg 成長させるために必要な飼料の量（kg）。	
※ 2　$17.4/kg（2000 年）→$10.4/kg（2006 年）→$8.6/kg（2012 年）。

技術協力

マダガスカル

アフリカ

レーティング
有効性・インパクト ①

総合評価

D
妥当性 ②

効率性 ①

持続性 ①



<稚エビ生産量>

計画値 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

稚エビ生産量 ( 万匹 ) 1,000	 504	 1,191	 1,782	 1,292 332	 628 87 22	

出所：エビ養殖開発センター（CDCC）

<小規模エビ養殖家数および養殖池面積>

2003 2012

小規模エビ養殖家数(軒 ) 5 0

エビ養殖池面積 (ha) 41.4 0

出所：エビ養殖開発センター（CDCC）
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当初の期間において、成果の達成レベルが上位目標を達
成する上で十分なレベルに至らず、新たな成果活動が延長
フェーズで実施されることになったため協力期間が増加した
（計画：60ヶ月、実績：98ヶ月）。また協力金額は、上記
理由から計画の 6 億 8,000万円に対し、実績は 9 億1,710
万円となった。よって、効率性は低い。

ウシエビの国際価格の低迷を受け、マダガスカル政府は
依然として小規模養殖の普及・振興に困難を強いられており、
政策制度面でも後押しがなされていない。また、CDCC（現
CDA）の体制、技術および財務にも懸念が残ることから、
本プロジェクトによって発現した効果の持続性は低い。

以上より、本プロジェクトの評価は低いといえる。
教訓としては、価格の変動の影響を受けやすい作物を
支援の対象とし、その振興を図る技術協力プロジェクト
を計画する際は、まず詳細な市場調査を行い、同作物を
扱うことのフィージビリティおよびリスクを十分に検討す
ることが重要であることが挙げられる。そして市場調査
の結果、市況の動向把握が困難となった場合は、国際価
格の変動の影響を受けにくい作物を支援の対象とする等、
当該プロジェクトの設計変更を検討するか、場合によっ
ては当該プロジェクトの計画中止を検討することが重要で
ある。また、プロジェクト実施中に予測に反して国際価格
が変動し、市況が変わってしまった場合は、再度詳細な

市場調査を行い、一部成果やプロジェクト目標、上位目
標の変更等、当該プロジェクトの設計変更を検討するか、
場合によっては当該プロジェクトの実施中止を検討するこ
とが重要である。
実施機関に対する提言としては、CDCC	（現 CDA）は

小規模養殖家向けウシエビ養殖に係る同センターの位置
づけ・役割につき再検討を行うとともに、収入源の多様化
を含む中長期的な経営計画を作成することが挙げられる。
JICAに対してはCDCC	（現 CDA）と引き続き協議を行
い、上記の中長期経営計画の策定について注視していくこ
との重要性が挙げられる。

本プロジェクトの事前評価時、ウシエビの国際価格が
上昇傾向にあったことから、本プロジェクトは海外市場を
にらんだウシエビ養殖の振興を図ろうとしていた。しかし
ながら、事前評価時やウシエビの国際価格が下落傾向に
あったプロジェクトの延長時において、その海外市場の
動向についての十分な分析が行われた痕跡は確認できな
かった。延長プロジェクト実施中には、国内市場の調査が
実施され、大型のウシエビを安価に養殖できれば国内に
販路を見つけられる可能性があるとされたものの、その
後も下落し続ける国際価格を背景に、小規模養殖家はウ
シエビ養殖に対するインセンティブを失い、プロジェクト

実施中から既存の小規模養殖家は撤退を始め、最終的に
対象地域の小規模養殖家の数はゼロとなった。本件のよ
うに、海外市場をにらんだ作物を支援する際は、市場の
動向に大きな影響を受けるリスクをはらんでいるため、計
画時および実施時の各時点で海外市場における同作物の
動向についての十分な分析を行うことが重要である。その
分析結果を踏まえた上で、プロジェクト設計の修正や、場
合によってはプロジェクトの中止を含む意思決定を適時に
行っていくことが、プロジェクトを取り巻くリスクを最小化
することにつながると考えられる。

◦ 効率性 ◦ 持続性

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント：海外市場との競合にかかるリスクへの配慮
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事後評価

本事業の事業費実績額は工事費が計画額を大幅に上回ったことにより増額となっ
た。事業期間は本体工事入札手続きの遅延、工事着手の遅延、鋼材価格の高騰の対
応に時間を要したこと等により、計画期間を大幅に上回った。したがって、効率性は
低い。

◦ 効率性

ザファラーナ風力発電事業

風力発電の整備により電力供給量の増加および温室効果ガスの排出削減に貢献
外部評価者：三州技術コンサルタント株式会社　川畑　安弘、冨田　まさみ

事業の概要 事業の目的
■	承諾額／実行額：	
134 億 9,700 万円／134 億 9,700 万円

■	借款契約調印：2003 年12月
■	借款契約条件：	
金利 0.75%、返済 40 年（うち据置10 年）

■	貸付完了：2010 年 7月
■	実施機関：新・再生可能エネルギー庁
（NREA）

大気汚染の緩和、同規模の火力発電所を稼動させた場合に比して温室効果
ガスの排出削減ならびに地球温暖化の抑制に寄与する。

電力供給量の増加および化石燃料使用の抑制を図る。

カイロ南東 220kmに位置する紅海沿岸ザファラーナ地区において、
120MWの風力発電所を新設する。

上位目標

プロジェクト目標

成果

本事業では120MWの風力発電所を新設することにより、エジプト国内の逼迫する
電力供給量を増加するとともに、天然ガスや重油等の化石燃料使用を抑制することを
目指していた。
本事業により新設された風力発電所の設備利用率の事業完成 2 年後における実績
値は約 32%、総電端電力量の実績値は約 336GWhであり、いずれも審査時に設定
された目標値の 8 割程度である。実施機関（NREA）によると、設備利用率および
送電端電力量が目標値を達成していない主な原因は、ここ数年の風力の減速（審査時：
9.0m/ 秒（実測値）、事後評価時：7.5m/ 秒（実測値））とのことである。他方、最
大出力の実績値は約121MW、稼働率の実績値は約 99%であり、いずれも目標値を
やや上回っており、総合的にみると概ね計画が達成されたといえる。また、本事業の
実施により、事業完成以降、年間 60,000 〜75,000トン程度の化石燃料使用が削
減され、且つ年間約18万〜19万トンの二酸化炭素排出量が削減されているといえる。
したがって、大気汚染の緩和や地球温暖化抑制にも寄与していると考えられる。以上
より、本事業の実施により概ね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・インパク
トは高い。

審査時および事後評価時ともに、エジプトの開発政策において電力供給能力の強
化および新・再生可能エネルギーの活用促進が重視されている。審査時以降、エジプ
トにおける電力需要は増加し続けており、開発ニーズも十分に認められる。日本の援
助政策との整合性も確保されており、事業実施の妥当性は高い。

◦ 事業実施による効果（有効性・インパクト）

◦ 妥当性

本事業により建設された風力発電所

本事業で増設された変電設備

円借款

エジプト

中東

レーティング
有効性・インパクト ③

総合評価

B
妥当性 ③

効率性 ①

持続性 ③



＜ザファラーナ風力発電所の電力供給状況＞

指標名
目標値

( 完成後 2 年 )
実績値

( 完成後 2 年 )
目標達成率

最大出力	(MW) 120 120.7 101%

設備利用率	(%)	 40 31.8 80%

稼働率	(%)	 97 98.7 102%

総電端電力量	(GWh/年 )	 415 335.8 81%

抑制された化石燃料量	( ﾄﾝ / 年 )	 N/A 72,000 N/A

二酸化炭素排出削減量	( ﾄﾝ / 年 ) 233,000 185,000 79%

出所：JICA資料、実施機関
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本事業により建設された風力発電所はNREA が、変電設備はエジプト送電会社が運営・維持管理を担当している。維持管
理マニュアルが整備され、同マニュアルに沿って定期点検が行われている。本事業により建設された設備の維持管理にかかる
体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって発現した効果の持続性は高い。

以上より、本事業の評価は高いといえる。
教訓としては、本事業では発電所工事および変電所工
事の双方において、工事入札手続きに長期間を要し、結
果として事業期間実績が計画を大幅に上回った。先方政
府が円借款で定められた調達手続き等に不慣れで遅延の
恐れがある場合は、審査時にリスクを捉えて対応・対処を
考えておくことが望まれる。
また、実施機関から提出された、本事業の事業完了報

告書には変電所部分にかかる実績や本事業による効果を
測るための運用効果指標実績にかかる記述がない。さら
に、同報告書に記載された発電所部分の事業費実績は整
合性が取れていなかった。実施機関によるPDCA（Plan/
Do/Check/Action）サイクルの適切な実施および融資
機関による実施状況や成果把握の為にもJICA 事業部門
による事業完了報告書の内容精査が必要である。

本事業では、京都議定書で規定された気候変動対策
に関する市場メカニズムの一つとして導入されたクリーン
開発メカニズム（CDM）事業として承認を受けるため、
NREAに対する技術移転を行った。その結果、本事業は
2007年に国連 CDM 理事会に承認された。円借款事業
の中で CDM事業の承認を受けたのは本事業が初めてと
なる。本事業のCDM承認プロセスは以下のとおりである。
①	事業実施者によるCDM事業の計画策定
②	投資国（日本）・ホスト国（エジプト）の指定国家機
関による上記計画の承認

③	指定運営組織（CDM理事会が信任する第三者機関）
によるCDM事業の審査

④	CDM 理事会によるCDM 事業の登録（上記第三者
機関が CDM 事業としての適格性を有効と判断した
場合）

⑤	CDM事業の実施およびモニタリング（事業参加者が
排出削減量をモニタリング）

⑥	指定運営組織による認証排出削減量（CER）の検証
および認証

⑦	CDM 理事会がCERを発行し、事業実施者に分配

NREAによれば、上記プロセスにおいて、承認手続き
が複雑で難しく、度々ルール変更があったこと、CERの
検証・認証を担当する指定運営組織の経験が浅く、パ
フォーマンスが低かったこと等の障壁があったとのことで
ある。しかしながら、そうしたやり取りを通じて、CDM申請・
承認の手続きにかかる経験を積み、熟知することができ
たとのことである。NREAは、本事業を通じて得た知識・
経験を活用して、2010 年〜2011年の間に 3 つの風力
発電事業についてCDM承認を受けている。

◦ 持続性

◦ 結論と教訓・提言

▶ 評価のポイント：クリーン開発メカニズム（CDM）事業として温室効果ガスの削減に貢献
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テーマ別評価等

病院における5S‐KAIZEN‐TQM※1の成果
発現プロセスに係る分析 ※2
実施コンサルタント：株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ

JICA は 2007年以来アフリカ15ヵ国の保健医療施設
（以下、「病院」）において「きれいな病院プログラム」※3 を
実施し、5S‐KAIZEN‐TQMの適用による病院経営の改
善と病院サービスの質向上に向けた支援を行ってきた。こう
した取り組みは、一部の病院で自律的なKAIZENの取り組
みが定着するなど大きな成果をあげている。他方、プロジェ
クトの成果が実際にどのようなプロセスを経て発現している
のか、どのようなプロジェクトデザインや指標の標準形が考
えられるか、についての分析はまだ少数にとどまっている。

本評価は①文献レビュー、②国内専門家へのインタビュー
調査、③タンザニア・セネガルにおける現地調査を通じ「き
れいな病院プログラム」に関連する一連のプロジェクトをレ
ビューし、5S‐KAIZEN‐TQM 導入による成果発現プロ
セスの分析を行った。又これを踏まえ、途上国の病院がかか
える課題解決への一助として、病院単位での新規案件形成
やモニタリング評価の際に活用すべきロジックモデル及び標
準指標例の提案を行った。

◦ 背景と目的

（ 1 ） 病院における5S-KAIZEN-TQM 導入による
成果発現ロジック

現地調査の結果、各病院では圧倒的資源不足にも関わら
ず、患者の待ち時間減少、過剰在庫の削減、医療保険還付
金の承認数増加等のアウトカムが観察された。これらの成

果発現状況を踏まえ、各国の保健政策、病院の立地（首都、
地方）、経営体制（国立、州立、半民間）、規模（大型病院、
中型病院、保健センター、保健ポスト）、社会経済条件等を
加味しつつ、以下のロジックモデルを導き出した（図1）。

◦ 分析結果

 

5S KAIZEN TQM 

図1．病院への5S-KAIZEN-TQM 導入による成果発現ロジック

※1	 5S（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）、KAIZEN（根拠に基づく参加型の問題解決）、TQM（総合的品質経営）の 3 手法を段階的に導入するアプローチを指す。
※2	 報告書の全文は JICA ホームページ http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/tech_ga/after/ku57pq00001cdfnb-att/201307_01.pdf
を参照。
※3	「きれいな病院プログラム」の概要については次を参照。http://www.jica.go.jp/activities/issues/health/5S-KAIZEN-TQM/outline03.html
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（ ２ ）プロジェクトデザインに関する傾向
5S-KAIZEN-TQMの導入を通じて保健医療サービスの質
向上を目指した各病院のプロジェクトデザインについて、以
下の傾向が見られた。

ア.	アウトカム指標が5S活動によるアウトプットのレベルに
留まる傾向にあり、業務のKAIZENレベルに相当する
効果指標の設定が比較的少ない。

イ.	ほとんどの病院において「院内感染率」、「医療事故発生
率」、「財務データ」などの基本的な効果指標データを把
握する環境が整っておらず、指標設定における制約となっ
ている。

ウ.	プロジェクトの上位目標において「患者満足度」等の達
成難易度が高いインパクトレベルの指標が設定されるな
ど、プロジェクト目標から上位目標への論理展開に飛躍
が見られる事例があった。

エ .	プロジェクトデザインにおいて、各病院が抱える「中心問
題」や 5S-KAIZEN-TQM 導入による問題解決の道筋
が必ずしも明確に反映されていない事例が見られる。但
し、中心問題を認識している場合でも、戦略的理由によ

りそれが必ずしもプロジェクトとして実施されないケース
がある点に留意が必要である。

オ.	職場環境の改善（「モノの5S」）から業務の進め方の改善
（「業務の5S」）に至る道筋がプロジェクトデザインにお
いて必ずしも明確に整理されていない。

カ .	5S-KAIZEN-TQM 以外の病院の機能改善に向けた取
り組み（特に技術レベルの向上や施設・機材整備）との
相乗効果が生まれると最終的な成果達成につながりや
すい。

（ ３ ） 5S-KAIZEN-TQMを用いた病院サービスの
質改善に向けて：ロジックモデルと標準指標例

（1）・（2）を踏まえ、病院単位で実施される5S-KAIZEN-
TQMプロジェクトを念頭に、成果発現プロセスにかかるロ
ジックモデル、標準指標例、及び留意点をとりまとめた。図
2は、病院が抱える6 つの主要課題（医療事故、院内感染、
医薬品・機材管理、しごとの効率、しごとの質、組織力）
のうち医療品・機材管理の例である（但し指標については一
部のみを記載。他の課題については報告書を参照のこと）。

%  

%  

$  

 

図2．5S-KAIZEN-TQMを用いた課題解決のロジックモデル例：「医薬品・機材の管理改善」
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プロジェクトのPDCAサイクルにおける 
教訓活用マネジメントの強化策の検討
実施コンサルタント：OPMAC 株式会社

近年、JICAでは「PDCAサイクルの一層の強化」、「事業
の質の向上」が組織内外から求められる中、「評価による事
業の更なる改善」を実践していく必要がある。そのためには、
40 年以上にわたる途上国の現場における多様な事業実績
を通じて蓄積されたJICAならではのナレッジの一つである
「教訓」を活用し、途上国の複雑かつ困難な開発課題に対

する解決策を提示し、より適切な支援を提供するための体
制強化を行うことが重要である。本調査では、① JICAに
おける教訓活用の現状を分析し、②他組織における教訓活
用やプロジェクトリスク管理の事例を参照の上、プロジェク
トのPDCAサイクルにおける教訓活用マネジメントの強化
の具体化に寄与することを目的として実施した。

◦ 調査実施の背景

（	1	）	JICAにおける教訓活用の現状分析
調査の結果、JICAでの教訓活用については、主に計画
段階での教訓参照の仕組みがあり、一定程度運用・活用は
されているが、その活用状況のレベルは必ずしも均一では

なく、また計画段階以降の各段階での活用が十分でないな
ど、課題があることが明らかとなった。課題とその要因を
以下の図で示す。

◦ 調査結果概要
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2）	ナレッジ化された教訓のPDCAサイクル上での活用プロセス
ナレッジ化された教訓をプロジェクトPDCAサイクルで活
用するプロセスを、事業マネジメントの定常業務として位置
づける。主な内容は右の表のとおり提案した。
また、これらのプロセスが機能するように、関係者の動
機づけ・能力強化につながるよう、必要な研修の項目として、
評価マネジメントの研修の実施や、事業マネジメント研修に
おいて教訓の活用方法について提示することを提案した。

（	2	）	他組織での教訓活用・リスクの管理方法
他機関の事例として、民間でのプロジェクトマネジメント・
リスクマネジメントの事例や、他ドナー（世界銀行、アジア
開発銀行）や医療機関における教訓の活用やリスク管理の
方法を参照した。その結果、JICAの教訓活用マネジメント
の強化の参考となるポイントを以下のとおり抽出した。
①	プロジェクトマネジメント・リスクマネジメントの中で、組
織的に教訓やリスクを管理・蓄積し活用（プロジェクトの
形成やプロジェクトの管理）

②	教訓やリスクの内容・均質化を図るためのテンプレートの
使用・関係者での共有

③	経験豊富な専門家のナレッジの反映による教訓の案件形
成への適用

④	トップマネジメントによる教訓活用方針の徹底とシニア職
員・上司によるチェックを通じた教訓活用の動機づけ

⑤	一元的な教訓情報の管理・蓄積と検索性の向上
⑥	セミナー・ワークショップの開催を通じた教訓情報の共
有化

⑦	明確なガイドラインに基づく研修や事例研究に基づく人
材育成

（	3	）	教訓活用マネジメントの改善提案（案）
上記結果を踏まえ、教訓活用マネジメントの強化に向けた
改善案を以下のとおり提案した。

【教訓のナレッジ化・活用プロセスの改善	
（教訓活用マネジメントシステム	（LLS）の導入）】
1）	教訓のナレッジ化プロセス
教訓のナレッジ化（実用化）を進め、教訓活用マネジメン
トを強化するために、教訓の目的・必要性、抽出すべき教訓

の定義を明確にする。その上で、教訓の抽出から分類・分析
を経て、事業部門にその結果を的確に講評（伝達）し、汎
用性・実用性の高いナレッジに加工し、組織として認定（権
威付け）・蓄積することが重要である。その後、プロジェク
トのPDCAサイクルでナレッジ化された教訓の活用、有効
性を検証し、活用結果をフィードバックする必要がある。こ
れらを実現するために、以下の教訓のナレッジ化プロセスを
定常業務として整備することを提案した。

PDCAサイクル
上の段階

教訓の活用方法

計画段階（P） 案件形成、案件審査においてナレッジ認定教
訓の活用・リスク特定

実施段階（D） 計画時に参照した教訓やリスクの活用状況の
モニタリングシートへの項目記載

完了時（C） 教訓の活用結果のレビュー・評価

完了後（A） 実際に有効だった教訓を課題別指針・国別分
析ペーパー等、案件形成段階で活用する事業
方針へ反映



区分 問題のカテゴリー 主要課題

自己収入型

需給面の問題（販売量） 1. 需要予測と実績の剥離

需給面の問題（価格）
2.低い料金設定

3.低い料金支払意思

経営主体の問題 4. 経営主体の不安定な財政状況

政府予算型

予算・自己収入に係る権限の問題 5. 収入の自己管理権限の不在

意思決定プロセスの問題

6.合意形成の権限の制約

7.予算に関する不完全な協議

8.不確定な意思決定プロセス

予算支出手続きの問題 9.C/P 機関の予算フローの不十分な把握

情報共有の問題
10.C/P 機関の財政能力以上の計画・設計

11.JICAのプロジェクト経費情報の未共有

維持管理費 修繕費の問題 12. 大規模修繕に対する予算不足

プロジェクトの
性格

事業モデル展開の問題 13. 事業モデルの不十分な実証

相手国の政策の問題 14.優先度は高いが、予算配分が不十分なプロジェクト

緊急性の問題 15. 緊急性に優先度が置かれるプロジェクト

46

テーマ別評価等

（	2	）主要課題別の対応策
レビュー結果により、各主要課題について、「計画段階」「実
施中」「完了後」の段階別の対応策を整理した。以下、対応
策（案）の一例を提示する。

○	計画段階においてJICAは、プロジェクトの実施に必要な
先方負担事項の詳細を明確に提示し、以下の視点から先
方政府による対応・支出の可能性につき協議・検討する（主
要課題10 への対応策（案））。

－プロジェクト完了後に先方政府が負担すべき運営・維持
管理費や更新・改修等に必要な経費を提示し、先方負
担事項としてプロジェクト終了後も予算措置をする旨を
合意形成文書等に含める。
－先方政府による負担の困難度合や、相手国の発展レベ
ルに応じ、JICAとC/P 機関のコストシェアリングの基
準を作成し、必要な場合は、当初は JICA側予算で負
担し、徐々に段階的に先方政府に負担を移す等のコスト

開発効果の持続性確保のための相手国政府に
よる公共財政管理に向けての考察
実施コンサルタント：システム科学コンサルタンツ株式会社

本調査は、途上国政府の公共財政管理（以下、PFM）を
潜在的リスク/外部要因として明確に位置づけした上で、事
業のPDCAサイクルの各段階において、より適切なリスクマ
ネジメントが行えるよう、PDCA 段階別（案件発掘・形成〜	

計画立案〜実施〜完了後）のPFMに起因する潜在的リスク
への対応策を検討し、チェック・リストを作成することを目
的として実施した。

①	事業事後評価結果（2009 〜2011年度　285 件 )、技
術協力プロジェクト終了時評価結果 (2007〜2012 年度	
320 件）、過去10 年分の JICA 事業評価年次報告書の
レビューを行い、財政面と持続性の関連性が高い案件を
抽出し、15の主要課題に整理した。

②	「①」で整理した主要課題の一部について、バングラデ
シュとカンボジアにおける現地調査にて検証した。案件
レビュー及び現地調査結果を踏まえ、優良事例・課題事例、
対応策を整理した。

③	「②」で整理した対応策に基づき、PDCA 段階別の事業
実施上のチェック・リストに整理した。

◦ 調査の概要

◦ 調査の枠組み・方針

（	1	）事業実施上見られた15の主要課題
15 の主要課題について、「自己収入型」「政府予算型」「維持管理費」「プロジェクトの性格」と大きく4つに区分し、表1
のとおり整理した。

◦ 調査結果

表1　主要課題の区分



【先方負担予算支出の合意形成に係るチェック項目】

協力準備調査・詳細計画段階 実施段階 チェック段階 アクション段階

□ 	Q3プロジェクト活動の規模から想
定される相手国側が負担すべきプ
ロジェクト実施中及びプロジェクト
終了後の運営維持管理費、その他
の予算は明確になっている。

□ 	Q4JICAプロジェクト実施中及び
終了後に予算を支出する相手国政
府機関は明確になっている。

□ 	Q3 相手国政府は計画時の合意事
項及びコストシェアリング計画に
基づき、負担事項を実施している。
又は相手国政府の経費支出の遅れ
が確認されたが、モニタリング定期
協議等を通じて相手国の当該経費
の支出決定機関・者を交え、対応
策を合意している。

□ 	Q4 相手国政府がプロジェクト期
間を通じてQ3にある負担事項を
実施できないと判断された場合は、
相手国政府が負担し得る適正規模・
内容のプロジェクト計画に変更し、
これを合意する。

□ 	Q3 相手国政府は計画時の合意事
項に基づき、以下の観点から確認
を行った。
・	相手国政府は計画時の合意事項に
基づき、負担事項を実施している。
・	相手国政府の経費支出の遅れが
確認されたが、モニタリング定期
協議等を通じて相手国の当該経
費の支出決定機関・支出者を交え、
対応策を合意した。
・	相手国政府の予算額に大幅な変
更があったため、相手国政府にそ
の理由と今後の対応を確認し、合
意書を取り交わした。

□ 	Q4プロジェクト終了後に地方分権
化等により予算に係る意思決定機
関が変動したため、実施機関に対
し、新しい意思決定機関が予算措
置を行うために必要な情報を速や
かに提出するよう依頼した。

□ 	Q3プロジェクト終了後に選挙や地
方分権化等により、プロジェクトの
実施機関が C/P 機関から移行した
又はC/P 機関の中枢メンバーが刷
新された場合は、JICA 現地事務
所はプロジェクト活動の継続及び施
設・設備の運営維持管理のための
支援を新たに行う事を検討する。

□ 	Q4フォローアップ、継続プロジェ
クトを実施する場合には、先方政
府の予算申請プロセスも考慮の上、
先方が前倒しで予算申請準備を行
えるよう、JICA 現地事務所は情報
を共有する。
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（	3	）チェック・リスト（案）
・	計画段階におけるチェック・リストを用いた潜在的リスクの洗い出し、対
応策の検討、プロジェクトへの反映を行う。実施段階においては、リス
ク対応策の実行とその現状確認を行う。
以下は、チェック・リスト（案）の一例。

（	4	）優良事例・課題事例
主要課題別に、優良事例・課題事例をまとめた。優良事例の一部を掲載。

（技術協力プロジェクト）カンボジア国地域における母子保健サービス向上プロジェクト

当該プロジェクトは、「モデルサイトの妊娠・出産・新生児ケアサービスが向上し、それが地域モデル (	行政による支援
モデルとコミュニティとの協働モデル )	として国家プログラムに反映される」ことを目的として実施された。詳細計画策定
時から、セクターの問題分析に基づきプロジェクトデザインを策定していた。また、終了時評価では、財政面の持続性は、	
「・・・プロジェクト内で始めた活動に関して、政府年次活動予算計画（Annual	Operational	Plan:	AOP）の予算内で
継続していく意向を示しており、財政的な持続性は高いといえる。しかしながら、こうした予算取りに際し、他の活動との
重要性の比較で、その優位性が下げられる可能性もあり、一概に予算確保ができる状況であるとはいい難い」としている。
その一方でプロジェクトのアプローチに関しては「本プロジェクトは、大きな財政的な投入をせず、地域の保健システム
強化を実現するための効果的なアプローチを示した点で、その意義は大きい。」と評価している。プロジェクトの効率性を
上げる要因となった工夫については、「カンボジア側からのコストシェア率が高かった点、また、カウンターパート研修に
ついては、コストのかかる本邦研修ではなく、技術交換のスキームを使った近隣諸国での研修や、モデル・サイトにおけ
る国内スタディーツアーといった比較的コストの低い研修を行った点も大きい。」とされている。また、母子保健行政官に
よる保健センター助産師との定例会の実施に当たっては、病院の熟練助産者を講師として招き、保健センター助産師への	
講義や新型巡回指導の実施など積極的な技術支援を実施した。なお、これらの活動経費は、各行政区レベルで執行可能
な予算からの支出（例えば、会議費など）で賄える活動に限定して実施するように工夫しており、持続性も担保されている
ことが確認された。
以上より、当該プロジェクトを、計画自体が終了後の維持管理や活動の継続に必要な費用を低く抑える試みによって持
続性が担保されており、相手国の財政能力に合わせた活動を実施するグッドプラクティスとして整理した。

【主要課題10の優良事例：C/P機関の財政能力を踏まえた計画・設計】

プロジェクトタイプの確認
及び相手国の概要把握

計画段階

実施段階

チェック段階

アクション段階

潜在的リスクの洗い出し /
特定

リスク対応策の検討と
プロジェクトへの反映

リスク対応策の実行

リスク対応の現状確認

フォローアップ・
継続プロジェクトの検討

チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
を
用
い
た
確
認
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

シェアリング計画を導入する、など。

○	実施中モニタリング段階において、プロジェクト詳細活動
計画等が未確定の場合は、JICAはプロジェクト開始 6か

月以内を目途に、これら先方負担経費の詳細を先方に明
示するよう、制度変更を検討する（主要課題11への対応
策（案））。
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コロンビア共和国「紛争の被害者・
共生和解支援プログラム」の評価 

コロンビア共和国では 50 年以上にわたり国内紛争が続
いている。同国政府の平和構築の取組を支援すべくJICA
は 2008 年度から5か年計画で「紛争の被害者・共生和解
支援プログラム」を実施してきた（右図）。JICAは、協力プ
ログラムを「途上国の特定の中長期的な開発目標の達成を
支援するための戦略的枠組み」と定義している。協力プロ
グラム評価については、当面、一部試行的に導入して得られ
た教訓を他の協力プログラムの形成に反映させていくことと
している。係る状況の中、本プログラムの終了に当たり、プ
ログラムの実績や成果を整理・試行的な評価を行い、今後
の協力を行う上での教訓及び提言を抽出することを目的とし
て調査を行った。

本プログラムの試行的評価においては、JICAの協力プ
ログラムがコロンビアの紛争の被害者の共生和解の進展に
どの程度寄与したか、という貢献の程度を評価することを
試みた（「貢献の概念」に基づく評価）。評価のプロセスは、
次のステップで行った。
①	位置づけの確認：コロンビア平和構築に向けた当国政府・
ドナーの取組の中での、JICAプログラムの整合性・優先
度（より重要な課題に取り組んだか）。

②	戦略性の検証：プログラムのシナリオの一貫性、実施プ
ロセスの適切性。

③	実績と成果の確認：プログラムの実績・成果の有効性。
④	貢献度の検証：本プログラムの成果がプログラムの実施
期間中、当国の紛争の被害者の共生和解への取組の進展
にどのような貢献を果たしたか総合的に検証した。

コロンビアの平和構築の概観
本調査で確認されたコロンビア国内紛争・平和構築の現
状に関する外観は次のとおり。
○	平和構築への大きな進展の動きがみられる
	 コロンビア革命軍と政府間の和平交渉が開始され、政府
が国内紛争の存在を公式に認め、被害者の補償・土地の
権利返還を国家政策として進めている。また、地雷被災
者数は 2005/2006 年をピークに減少傾向で、地雷撤
去も進展。

○	一方、完全な紛争解決には至らず、地方部を含めた全土
的には紛争が終結したとは言えない

	 武装グループが鉱工業に関する土地を占拠しコミュニティ
を支配、国内避難民も集団化する傾向を伴い現在も発生

中。投降兵士の武装グループや犯罪組織への再加入など
の課題がある。

プログラムの位置付け
本プログラムは、計画時に JICAによる平和構築ニーズ
アセスメント (PNA) を実施し、当国における紛争の状況を
分析し、本プログラムは当国における紛争が引き起こす社会
経済的問題への対応を優先した。以下の理由から、本プロ
グラムは、当国の平和構築に向けた政府やドナーの取組全
体の中で、適切な位置付にあった。
①	紛争の被害者・共生和解が重要課題であった時期（地雷
被災者世界最多、国内避難民が世界最多、局地紛争が継
続している時期）に実施。

②	プログラム期間中の当国政府の関連政策・法制度の変遷
と本プログラムの支援内容が整合しており、コロンビア側
からも評価されている。

③	他のドナー支援も含め、コロンビア政府による施策や予
算がある程度講じられているサブ課題に対する支援。

プログラムの戦略性
プログラムの計画はPNAの分析に基づく一貫した方針に
基づき計画された。一方、成果を跨ぐ構成案件間の具体的
な連携は計画上なく、目標達成のシナリオや案件群の構成
についてはさらに検討の余地があった。次に、実施プロセス
では、期間中のPNAの更新、中間レビュー、今回の終了時
評価と、適切な実施管理が行われた。一方、プログラム期
間中、当国政府機関は、自身の実施している案件について
は精通しているが、プログラム全体像を把握していなかった。

◦ 調査実施の背景

◦ プログラムの試行的評価手法
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11 18 2012 11 17
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1 2 3 4
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＜コロンビア共和国　紛争の被害者・共生和解支援
プログラムの協力事業＞（2008～2012 年）
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「貢献」（Contribution）の概念とは、開発課題に対す
る進展（対象国の開発戦略の進展状況）と一機関がある
プログラムにおいて達成することを目標としていた成果を
明示的に分けて認識した上で、「開発課題の進展」と「一
機関の成果」の「因果関係の可能性の高さ（plausibility）」
を検証しようとする考え方である。
「因果関係の可能性の高さ」は、以下の視点で確認を行う。
①	開発戦略における位置づけ：当該国の開発戦略の中で
JICAの協力事業がどのような位置づけを占めていたのか

②	協力プログラムの戦略性：プログラム全体として、一貫
した取組ができていたか、状況に応じ適切に計画・実
施の変更ができていたか

③	協力プログラム実施による具体的実績と成果

本評価では、これら「位置づけ」と「戦略性」、「成果」
の検証を分析のステップとしつつ、当該国政府の開発戦略
の中で優先的な課題に取り組み、その中で高い成果を上
げており、なおかつ開発課題の改善が見られるのであれば、
因果関係の可能性は高いとの結論を提示できる形になる。

▶ 貢献の概念とは

プログラムの実績・成果
本プログラムで得られた主な実績・成果は次のとおり。

・	本プログラムを通じて実際に裨益した被害者・加害者はご
く限られているが、全てのカテゴリーの被害者・加害者に
対し、経済面ないしは社会的統合を支援するモデルの基
盤が形成された。

・	一部モデル事業を通じた実践と効果が発現（国内避難民
の栄養改善に資する都市農業の普及や、医療リハビリテー
ションのモデル構築など）。各モデルは周辺コミュニティ
も対象としており、被害者・加害者の孤立防止や偏見の
低減などの効果を発現。

・	全てのカテゴリーの被害者・加害者に必要な社会心理的
ケアの実施能力が強化された。

プログラムの貢献度
プログラムの各成果の実績とコロンビアにおける紛争の被
害者・共生和解に関するコロンビア政府の取組の進展の関
係を確認することで、本プログラムの貢献度を評価した結果、
各成果において、コロンビアの紛争の被害者・共生和解の進
展に直接・間接の貢献があることが確認された（右図参照）。

提言
本プログラムの終了に伴い、今後、「地域開発プログラム」
が策定される予定である。本調査からコロンビアの平和構
築は過渡期であり、次期プログラムに対し以下の提言が挙げ
られる。
①	平和構築の要素は安全対策や事業の碑益者の検討に今
後も取り入れること

②	投入の効率化を図る観点から、本プログラムの支援実績
のある地域・組織と連携すること

（	1	）プログラム形成時への示唆
・	適切な指標の設定、個別案件から協力プログラムの目標
達成に至るシナリオのロジックの明確化が重要。

・	対象とする政策課題の選定と関連情報を形成段階であら
かじめ確認しておく。

（	２	）プログラム実施時への示唆
・相手国政府や他ドナーとのプログラム情報を共有し、連携
による相乗効果の促進。

・	 プログラムの運営監理のため対象セクターの情報と外部
環境の変遷に関する情報をモニタリング

（３	）プログラム評価方法に関するフィードバック
・	プログラムの熟度が発展途上のケースでは、結果を総括す
る評価（総括評価）より、教訓や提言を導き出す事業改善
ための評価（形成評価）により比重を置いた評価とすべき。

・	分野特性を踏まえた評価の必要性（セクターワイドアプロー
チのある分野と平和構築分野の特性の違いへの配慮）。

◦ プログラムの形成・実施・評価へのフィードバック

＜評価手法　貢献の概念によるプログラム評価の
考え方＞

＜コロンビア平和構築の進展へのプログラム貢献度＞



資料 2  事後評価のレーティング制度

50

レーティング項目と主な視点の概要

レーティング項目と主な視点
判断基準

③ ② ①

妥当性

支援実施の正当性（当該国の開発政策
および日本の援助政策・JICAの援助
方針との整合性） 十分に合致している 一部合致しない点がある 整合性に重大な問題がある

開発ニーズ（受益者層、対象地域、社
会のニーズ）との整合性

有効性・
インパクト

期待されたプロジェクト／事業の効果
の、目標年次における目標水準への
達成度
（施設、機材の活用を含む）

概ね達成され、効果が実現し
ている
（目安：計画の 80％以上）

一定程度達成されているものの、一
部効果の実現に問題がある
（目安：計画の 50％以上 80％未満）

達成は限定的であり、効果
が実現していない
（目安：計画の 50％未満）

正負の間接的効果の実現状況
想定どおりの間接的効果が実
現している／マイナスインパク
トはない

間接的効果の実現に一部問題がある
／若干のマイナスインパクトがある

間接的効果の実現に問題が
ある／深刻なマイナスインパ
クトがある

効率性 プロジェクトの投入計画や事業期間・
事業費の計画と実績の比較等

効率的である
（目安：計画の100％以下）

効率的とはいえない部分がある
（目安：計画の100％超150％以下）

効率的ではない
（目安：計画の150％超）

持続性

組織・体制面
（組織の体制・技術・人材等）

確保されている 一部問題があるが、改善の見通しが
ある 不十分である

財政面
（運営・維持管理予算確保の現状）

※　スキーム、案件の内容に応じて項目や視点は異なる。

レーティング・フローチャート

③
②
①

妥当性
③
②
①

有効性・
インパクト

③
②
①

効率性
③
②
①

持続性

③
②
①

持続性

③
②
①

持続性

③
②
①

持続性

③
②
①

効率性

③
②
①

効率性

③
②
①

有効性・
インパクト

A
非常に高い

B
高い

C
一部課題がある

D
低い
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資料 3  ウェブサイト案内

◦JICA ウェブページ
	 http://www.jica.go.jp/index.html

◦ 事業評価ウェブページ
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/index.html

➡	過去の事業評価結果を調べたい。
	 □	事業評価検索
	 http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/index.php
➡	JICAの評価制度を知りたい。
	 □	JICAの評価制度とは
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/about.html
	 □	事前評価
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html
	 □	中間レビュー・終了時評価
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/middle-end.html
	 □	事後評価・事後モニタリング
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/after.html
	 □	協力プログラムの評価・テーマ別評価
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/program.html

➡	過去の事業評価年次報告書を読みたい。
□	事業評価年次報告書
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/general_new/index.html

➡	JICA 以外の事業評価を知りたい。
	 □	評価関連リンク集
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/links.html

➡	JICAの協力プロジェクトの現場について知りたい。
	 □	ODA 見える化サイト
	 http://www.jica.go.jp/oda/index.html

➡	その他
	 □	事業評価ガイドライン
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/guideline/index.html
	 □	評価用語集
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/pdf/term.pdf
	 □	事業評価外部有識者委員会
	 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/iinkai/index.html

◦JICA図書館
	 https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/Index.html

	 □	目録検索
	 http://libopac.jica.go.jp/

事業評価年次報告書 2013	は下記 URL	からもご覧いただけます。
http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/general_new/2013/index.html
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